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第１章 計画の策定にあたって 

第１節 計画策定の背景と趣旨 

団塊ジュニア世代が65歳以上になる令和22（2040）年を見据えて、高根沢町（以下

「本町」という。）が目指すべき高齢者支援施策の方向性を示す高根沢町高齢者総合福祉

計画について、国の基本指針に基づく見直しを行い、令和６（2024）年度から令和８

（2026）年度を計画期間とする第９期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を策定し

ます。 

 

【日本の人口推移】 
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（出典）2000年～2020年まで：総務省「国勢調査」

2025年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

実績値 推計値
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第２節 計画の位置づけ 

（１）法的位置づけ 

本計画は、老人福祉法（昭和38年７月11日法律第133号）第20条の８の規定による

「老人福祉計画」、介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）第117条の規定に

よる「介護保険事業計画」を一体的に策定するものです。 

 

 

■高齢者保健福祉計画（老人福祉計画） 

高齢者を対象とする福祉サービス全般の供給体制の確保に関する計画です。 
 
■介護保険事業計画 

介護保険のサービスの見込み量、提供体制及び事業実施について定める計画であり、

介護保険料の算定基礎ともなります。さらに、要介護状態になる前の高齢者も対象とし、

介護予防事業、高齢者の自立した日常生活を支援するための体制整備、在宅医療と介護

の連携、住まいの確保などについて定める計画です。 

 

 

（２）他計画との関係における位置づけ 

本計画は、本町の総合的な高齢者施策を定める計画として、また、今後の介護保険サー

ビス事業計画として位置づけられることから、国、県の高齢者福祉計画、介護保険事業に

関する計画との連携・整合を図り、高根沢町地域経営計画を最上位計画とし、上位計画に

あたる高根沢町地域福祉計画や各行政部門の計画の中の高齢者に関する部分との整合性

を考慮し、それらと連携を図りながら策定しました。 
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第３節 計画の期間 

本計画は、令和６（2024）年度を初年度とし、令和８（2026）年度を目標年度とす

る３か年計画とします。 

 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

令和 

12年度 

令和 

22年度 

 

 

 

 

       

 

 

第４節 計画策定の体制 

計画の策定に際しては、町民の意見が広く反映されるよう、町民代表、各階層の有識者、

保健医療関係者、福祉関係者、行政で構成する「高根沢町高齢者総合福祉計画策定委員会」

において、計画の検討・協議を行うとともに、町内に在住する高齢者を対象に、アンケー

ト調査による「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」や「在宅介護実態調査」、ホームペ

ージ等で「パブリックコメント（意見公募）」を実施しました。 

 

 

 

  

  中長期的な視点を踏まえて計画を推進 

第８期計画 

（令和３年度～ 

令和５年度） 

第９期計画 
（令和６年度～ 

令和８年度） 

第 10期計画 

（令和９年度～ 

令和 11年度） 

見直し 見直し 見直し 
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第５節 第９期計画策定における主な視点 

（１）介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な 

指針の改正 

第９期計画の策定にあたり、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針（以下「基本指針」という。）の改正が行われました。第９期計画にお

いて充実を図る主な項目として、以下の点が掲げられています。 

①介護生活基盤の計画的な整備 

■地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス

種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サ

ービス基盤を計画的に確保していく必要 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効

果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者を含め、地域の関係者と共有

し、サービス基盤の整備のあり方を議論することが重要 

 

■在宅サービスの充実 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模

多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる

普及 

・居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの

整備を推進することが重要 

・居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による

在宅療養支援の充実 
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②地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

■地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るもの

であり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域

住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合

事業の充実を推進 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的

支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等を担うことも

期待 

・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症に対する社会の理解を深めるこ

とが重要 

 

■デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進める

ための医療・介護情報基盤を整備 

 

■保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

③地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離

職防止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の経

営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用 

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 
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（２）関連法の改正 

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律」が令和５（2023）年５月12日に成立し、同月19日に公布されました。 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期

高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の

見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保の

ための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護保険者による介護情報の収

集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずるものであり、介護保険関係の主な改正事項

は、以下のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な改正事項 

①介護情報基盤の整備 

▶介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事

業を医療保険者と一体的に実施 

②介護サービス事業者の財政状況等の見える化 

▶介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用す

るため、事業者の事務負担にも配慮しつつ、財務状況を分析できる体制

を整備 

③介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務 

▶介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を

推進 

④看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

▶看護小規模多機能型居宅介護について、サービス内容の明確化等を通じ

て、更なる普及を進める 

⑤地域包括支援センターの体制整備等 

▶地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民の支援をより適切に

行うための体制を整備 
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第２章 高齢者の状況 

第１節 人口構造 

（１）高齢者人口の推移 

本町の人口構成の推移をみると、令和５（2023）年の総人口は28,963人、うち65

歳以上人口は7,622人、高齢化率は26.3％となっており、高齢化率については令和22

（2040）年にかけて徐々に上昇することが推計されています。 

また、後期高齢化率は、令和５（2023）年以降、令和22（2040）年にかけて上昇

傾向と推計されています。 

 

【高根沢町の人口推計】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（実績値）高根沢町住民基本台帳（各年４月１日現在） 

（推計値）令和５（2023）年度版 高根沢町将来人口推計 
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8,450 

29,374 29,247 28,963 28,824 28,678 28,522 27,832 26,771 25,471 
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【高根沢町の前期・後期高齢者の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（実績値）高根沢町住民基本台帳（各年４月１日現在） 

（推計値）令和５（2023）年度版 高根沢町将来人口推計 

 

 

  

3,946 3,986 3,866 3,823 3,725 3,664 3,489 3,386 3,719 

3,547 3,614 3,756 3,903 4,075 4,209 4,558 4,750 
4,731 

7,493 7,600 7,622 7,726 7,800 7,873 8,047 8,136 
8,450 

12.1% 12.4% 13.0% 13.5% 14.2% 14.8% 16.4% 17.7% 18.6% 
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推計値 実績値 
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（２）要支援・要介護認定者の推計 

第９期計画期間においては、認定者数はほぼ横ばい、認定率は減少傾向と推計されます。 

 

【要支援・要介護認定者数、認定率の推計】 

計画期間 単

位 

第８期 第９期 

年度 
R３年度 

2021 

R４年度 

2022 

R５年度 

2023 

R６年度 

2024 

R７年度 

2025 

R８年度 

2026 

第１号被保険者 実数 人 1,109 1,125 1,110 1,106 1,104 1,105 

認定者数 構成比 ％ 98.1% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 

  
要支援１ 

実数 人 77 99 103 102 102 102 

  構成比 ％ 6.8% 8.6% 9.1% 9.0% 9.1% 9.0% 

  
要支援２ 

実数 人 151 141 138 137 137 137 

  構成比 ％ 13.4% 12.3% 12.2% 12.1% 12.2% 12.1% 

  
要介護１ 

実数 人 187 194 202 203 203 203 

  構成比 ％ 16.5% 16.9% 17.8% 18.0% 18.0% 18.0% 

  
要介護２ 

実数 人 186 182 173 172 172 172 

  構成比 ％ 16.5% 15.9% 15.3% 15.2% 15.3% 15.2% 

  
要介護３ 

実数 人 182 179 170 169 169 169 

  構成比 ％ 16.1% 15.6% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

  
要介護４ 

実数 人 201 209 203 203 202 203 

  構成比 ％ 17.8% 18.2% 17.9% 18.0% 17.9% 18.0% 

  
要介護５ 

実数 人 125 121 121 120 119 119 

  構成比 ％ 11.1% 10.5% 10.7% 10.6% 10.6% 10.5% 

第２号被保険者 実数 人 21 23 23 23 23 23 

認定者数 構成比 ％ 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

認定者合計 
実数 人 1,130 1,148 1,133 1,129 1,127 1,128 

構成比 ％ 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

高齢者人口 実数 人 7,493 7,600 7,622 7,726 7,800 7,873 

第１号被保険者認定率 ％ 14.8% 14.8% 14.6% 14.3% 14.2% 14.0% 

出典：地域包括ケア「見える化」システム（令和５（2023）年５月末日現在） 
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第２節 高齢者のいる世帯の状況 

（１）世帯数の推移 

本町では高齢者のいる世帯は年々増加してきており、令和５（2023）年には5,119世

帯で、全体の約４割を占めています。 

高齢者のいる世帯の増加に伴い、65歳以上の単独世帯についても年々増加傾向にあり

ます。 

 

【世帯数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

  

6,028 5,474 5,236 5,252 5,167 4,935 4,859 4,818 

4,082 4,495 4,778 4,833 4,937 5,021 5,096 5,119 

595 784 965 992 1,033 1,276 1,314 1,358 
722 966 1,190 1,254 1,325 1,389 1,456 1,491 11,427 11,719 

12,169 12,331 12,462 12,621 12,725 12,786 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成22年 平成27年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

64歳以下の世帯 65歳以上の世帯員のいる世帯 65歳以上の夫婦世帯 65歳以上の単独世帯

（世帯）
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第３節 高齢者のいる世帯の住居の状況 

（１）高齢者の住まいの状況 

本町の持ち家率は、令和２（2020）年において、全世帯では60.1％ですが、世帯主

が高齢者の世帯の持ち家率は91.9％となっています。栃木県全体と比較すると、全世帯

では持ち家率は低いですが、高齢者世帯では持ち家率が上回っています。 

 

【持ち家率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和２年国勢調査 

 

  

60.1%

91.9%

68.3%

88.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

全世帯 うち65歳以上

高根沢町 栃木県
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第４節 第１号被保険者の所得等の状況 

（１）第１号被保険者数の推移 

第１号被保険者は、平成29（2017）年で7,000人を超え、令和５（2023）年５月

末時点では7,651人となっています。令和５（2023）年５月末時点の構成比としては、

前期高齢者と後期高齢者で約５割ずつを占めていますが、前期高齢者の方がやや高い割

合となっています。 

 

【第１号被保険者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：介護保険事業状況報告（年報）※令和4（2022）年度、令和5（2023）年度のみ月報 

 

  

3,282 3,312 3,382 3,425 3,500 3,569 3,935 3,975 3,861 3,862 

3,352 3,525 3,636 3,688 3,719 3,779 3,550 3,611 3,753 3,789 

6,634 6,837 7,018 7,113 7,219 7,348 7,485 7,586 7,614 7,651 

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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3月末

平成28年

3月末

平成29年

3月末

平成30年

3月末

平成31年

3月末

令和2年

3月末

令和3年

3月末

令和4年

3月末

令和5年

3月末

令和5年

5月末

第1号被保険者数（前期高齢者） 第1号被保険者数（後期高齢者）

（人）
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（２）所得段階別第１号被保険者数 

令和３（2021）年度（令和４（2022）年３月末）における所得段階別第１号被保険

者数をみると、第５段階が18.4％と最も大きい割合を占めており、次いで第６段階が

17.0％、第７段階が14.6％となっています。 

 

【所得段階別第１号被保険者数】 

段階 所得要件 

第１号 

被保険者数 

（人） 

構成比 

第１段階 
本 

人 

が 

住 

民 

税 

非 

課 

税 

世 

帯 

非 

課 

税 

生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 

前年の合計所得が 80 万円以下の人 
880 11.6％ 

第２段階 
前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80 万円を超え

120 万円未満の人 
464 6.1％ 

第３段階 前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 120 万円以上の人  429 5.7％ 

第４段階 世 

帯 

課 

税 

世帯の誰かに住民税が課税されていて、本人が公的年金等

収入＋合計所得金額が 80 万円以下の人 
1,057 13.9％ 

第５段階 
世帯の誰かに住民税が課税されていて、本人が公的年金等

収入＋合計所得金額が 80 万円を超える人 
1,395 18.4％ 

第６段階 

本 

人 

が 

住 

民 

税 

課 

税 

前年の合計所得金額が 120 万円未満の人 1,289 17.0％ 

第７段階 前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の人 1,106 14.6％ 

第８段階 前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の人 491 6.5％ 

第９段階 前年の合計所得金額が 320 万円以上 400 万円未満の人 175 2.3％ 

第 10 段階 前年の合計所得金額が 400 万円以上 500 万円未満の人 94 1.2％ 

第 11 段階 前年の合計所得金額が 500 万円以上 700 万円未満の人 100 1.3％ 

第 12 段階 前年の合計所得金額が 700 万円以上 1,000 万円未満の人 44 0.6％ 

第 13 段階 前年の合計所得金額が 1,000 万円以上の人 62 0.8％ 

出典：令和３（2021）年度介護保険事業状況報告（年報） 
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第５節 日常生活圏域の設置及び状況 

（１）日常生活圏域の設定 

地域における住民の生活を支える基盤は、保健・福祉・医療関係の施設だけでなく、「住

まい」や他の公共施設、交通網、更にはこうした地域資源を繋ぐ人的なネットワークも重

要な要素となります。地域ケアを充実させるためには、これらが有機的に連携し、地域住

民の生活を支えるものとして機能することが重要となってきます。 

そのため、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるようにするため、地

理的条件、人口、交通事情、介護給付等対象サービスを提供するための施設整備の状況、

その他の社会的条件を総合的に勘案して、町内を日常生活の圏域に分け、区域を定めてい

ます。 

（２）日常生活圏域の状況 

本町の「日常生活圏域」について、第3期計画で、２圏域（中学校区を基本とし、東部

地区・西部地区）としました。 

 

【日常生活圏域別人口】 

地区名 圏域 
総人口

（人） 

65 歳以上 

人口（人） 
高齢化率 

東部地区 

（北高根沢中学校区） 

上高根沢・栗ケ島・寺渡戸・西高

谷・花岡・伏久・文挾・平田・太田・

桑窪・上柏崎・中柏崎・下柏崎・飯

室・亀梨・柿木沢・狹間田 

8,595 3,223 37.5％ 

西部地区 

（阿久津中学校区） 

宝積寺・宝石台・光陽台・石末・上

阿久津・中阿久津・大谷 
20,652 4,377 21.2％ 

計 29,247 7,600 26.0％ 

出典：人口、高齢者人口は、住民基本台帳（令和５（2023）年４月１日現在） 

（３）高齢者福祉圏域 

栃木県高齢者支援計画において、保健福祉サービスの水準や介護保険の対象となるサ

ービスの目標を定めるための広域的な単位として高齢者福祉圏域が定められています。 

本町は、県北高齢者福祉圏域に属しており、5市4町で構成されています。 

 

【高齢者福祉圏域別人口】 

高齢者福祉圏域名 市町村名 
圏域別人口 

（人） 

65 歳以上 

人口（人） 
高齢化率 

県北高齢者福祉 

圏域（5 市 4 町） 

大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・

那須烏山市・塩谷町・高根沢町・那須町・

那珂川町 

362,810  111,901 30.8％ 

出典：圏域別人口は、住民基本台帳（令和５（2023）年４月１日現在） 

65 歳以上人口は介護保険事業状況報告（月報） 
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5月末時点

認

定

率(

%)

認

定

者

数(
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認定者数（要介護５）

認定者数（要介護４）

認定者数（要介護３）

認定者数（要介護２）

認定者数（要介護１）

認定者数（要支援１）

認定者数（要支援２）

認定率

（出典）平成27年度から令和2年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和3年度から令和4年度：

「介護保険事業状況報告（3月月報）」、令和5年度：直近の「介護保険事業状況報告（月報）」

第６節 要介護・要支援認定者の状況 

要介護・要支援認定者数及び認定率は、平成28（2016）年度の制度改正により令和

元（2019）年まで減少傾向、令和２（2020）年より令和４（2022）年まで増加し、

その後、介護予防の成果により減少傾向となっています。 

本町の認定率は、栃木県内で25保険者中21番目となっており、認定率の低い保険事業

者と言えます。 

 

【要介護・要支援認定者数及び認定率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成28年

3月末

平成29年

3月末

平成30年

3月末

令和元年

3月末

令和2年

3月末

令和3年

3月末

令和4年

3月末時点

令和5年

3月末時点

令和5年

5月末時点

（人） 1,106 1,069 1,051 1,044 1,081 1,113 1,134 1,111 1,110

認定者数（要支援１） （人） 131 97 77 69 62 72 100 98 103

認定者数（要支援２） （人） 161 145 166 172 171 164 143 144 138

認定者数（要介護１） （人） 178 181 169 174 179 194 191 202 202

認定者数（要介護２） （人） 173 167 164 150 179 188 189 167 173

認定者数（要介護３） （人） 158 164 158 161 178 185 181 172 170

認定者数（要介護４） （人） 170 188 195 191 177 179 203 206 203

認定者数（要介護５） （人） 135 127 122 127 135 131 127 122 121

（%） 16.2 15.2 14.8 14.5 14.7 14.9 14.9 14.6 14.5

（%） 15.7 15.6 15.5 15.7 15.8 15.9 16.0 16.0 16.1

（%） 17.9 18.0 18.0 18.3 18.4 18.7 18.9 19.0 19.1

認定者数

認定率

認定率（栃木県）

認定率（全国）

（出典）平成27年度から令和2年度：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和3年度から令和4年度：「介護保険事業状況報告（3月月報）」、令和5年度：直近の「介護保険事業状況報

告（月報）」

栃木県内 21番目 25保険者

全国 1,452番目 1,571保険者

（令和 5年 5月末時点）

高根沢町の認定率の降順
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第７節 認知症高齢者数の推移 

（１）認知症高齢者数の推移 

認知症高齢者数及びその割合は、年々増加傾向にあります。 

 

【認知症高齢者数の推移】 

 
令和元年度 

2019 

令和２年度 

2020 

令和３年度 

2021 

令和４年度 

2022 

令和５年度 

2023 

第１号被保険者数（人） 7,224 7,351 7,493 7,600 7,622 

認知症高齢者（人） 

（ランクⅡa 以上） 
722 774 804 825 827 

認知症高齢者の割合 

（第１号被保険者に対する割合） 
10.0% 10.5% 10.7% 10.9% 10.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第１号被保険者数は、住民基本台帳（各年４月１日現在） 

認知症高齢者は、各年９月１日現在介護認定調査における「認知症高齢者の日常生活自立度」 
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第８節 アンケートからみた状況と課題 

（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

１）調査実施概要 

①調査の目的 

第９期介護保険事業計画を策定するにあたり、高齢者の方の生活状況や支援サービス

の必要性等を把握し、これからの施策の改善及び展開、充実を図ることを目的としていま

す。 

 

②調査対象者 

 

調査区分 対 象 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

（一般高齢者・要支援認定者） 

●65 歳以上 80 歳未満の要介護認定を受けて

いない高齢者 

●65 歳以上 80 歳未満の要支援認定者 

 

 

③調査方法と調査時期 

 

調査区分 調査方法・調査時期 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

（一般高齢者・要支援認定者） 

●郵送配布、郵送回収 

●令和４（2022）年 12 月１日 

～令和４（2022）年 12 月 28 日 

 

 

④回収結果 

 

調査区分 配布件数 回収件数 回収率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

（一般高齢者・要支援認定者） 
1,200 件 809 件 67.4％ 
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２）集計結果 

①家族構成 

家族構成については、全体では「夫婦2人暮らし（配偶者65歳以上）」が34.9％で最

も高く、次いで「息子・娘との２世帯」が23.1％となっています。 

「１人暮らし」でみると、全体では10.0％、性別では男性が9.8％、女性が10.1％と、

女性のほうが「１人暮らし」の割合が高くなっています。 

 

■家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外出状況（控えている状況） 

外出状況（控えている状況）については、全体では「はい（控えている）」が30.0％

となっています。 

性別でみると、男性に比べて女性のほうが、外出を控えている方の割合が高い傾向がみ

られます。 

 

■外出状況（控えている状況） 
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その他

無回答
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30.0 
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はい（控えている） いいえ（控えていない） 無回答
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③外出を控えている理由 

外出を控えている理由については、全体では「足腰などの痛み」が18.1％で最も高く、

次いで「病気」が11.9％、「外での楽しみがない」が10.3％となっています。 

性別でみると、男性に比べて女性のほうが、「足腰などの痛み」「トイレの心配（失禁

など）」「交通手段がない」により外出を控えている方の割合が高い傾向がみられます。

また、その他が突出して高い理由としては、新型コロナウイルス感染症の影響が考えられ

ます。 

 

■外出を控えている理由 
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58.6 

3.0 

20.3 

7.7 

8.4 

11.2 

8.4 

4.9 

2.1 

1.4 

0.0 

64.3 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

足腰などの痛み

病気

外での楽しみがない

トイレの心配（失禁など）

経済的に出られない

交通手段がない

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

障害（脳卒中の後遺症など）

その他

無回答

全体 n=243

男性 n=99

女性 n=143
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④外出時の主な移動手段 

外出時の主な移動手段については、全体では「自動車（自分で運転）」が82.0％で最

も高く、次いで「徒歩」が36.8％、「自動車（人に乗せてもらう）」が19.3％となって

います。 

性別でみると、男性は「自動車（自分で運転）」「自転車」「バイク」など、自らの動

作による移動手段が多い傾向がみられる一方、女性は「自動車（人に乗せてもらう）」「電

車」「たんたん号」「タクシー」など、誰かに頼る移動手段が多い傾向がみられます。 

 

■外出時の主な移動手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82.0 

36.8 

19.3 

16.8 

9.5 

3.6 

2.2 

1.6 

1.5 

0.9 

0.5 

0.1 

0.1 

1.1 

1.6 

88.5 

38.2 

10.0 

20.1 

8.6 

3.2 

1.7 

2.5 

1.5 

0.7 

0.7 

0.2 

0.0 

0.2 

1.2 

75.1 

35.7 

28.9 

13.1 

10.6 

4.0 

2.8 

0.8 

1.5 

1.0 

0.3 

0.0 

0.3 

2.0 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自動車（自分で運転）

徒歩

自動車（人に乗せてもらう）

自転車

電車

たんたん号

タクシー

バイク

路線バス

病院や施設のバス

車いす

電動車いす（カート）

歩行器・シルバーカー

その他

無回答

全体 n=809

男性 n=408

女性 n=398
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⑤健康づくりや趣味等のグループ活動へ参加者として参加する意向 

健康づくりや趣味等のグループ活動へ参加者として参加する意向については、全体で

は約５割の方が前向きな回答をしています。また、既に参加している方は3.2％となって

います。 

性別でみると、男性に比べて女性のほうが、参加者として参加することに対して、前向

きな回答（「既に参加している」「是非参加したい」「参加してもよい」）をしている方

の割合が高くなっています。 

 

■健康づくりや趣味等のグループ活動へ参加者として参加する意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥健康づくりや趣味等のグループ活動へ企画・運営（お世話役）として参加する意向 

健康づくりや趣味等のグループ活動へ企画・運営（お世話役）として参加する意向につ

いては、全体では約３割の方が前向きな回答をしています。また、既に参加している方は

2.2％となっています。 

性別でみると、女性に比べて男性のほうが、企画・運営（お世話役）として参加するこ

とに対して、前向きな回答（「既に参加している」「是非参加したい」「参加してもよい」）

をしている方の割合が高くなっています。 

 

■健康づくりや趣味等のグループ活動へ企画・運営（お世話役）として参加する意向  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2 

2.7 

3.8 

5.2 

3.4 

7.0 

48.2 

48.5 

48.0 

37.8 

41.7 

33.7 

5.6 

3.7 

7.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 n=809

男性 n=408

女性 n=398

既に参加している 是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

2.2 

2.7 

1.8 

1.6 

1.2 

2.0 

26.7 

27.2 

26.1 

63.0 

64.7 

61.3 

6.4 

4.2 

8.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 n=809

男性 n=408

女性 n=398

既に参加している 是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答
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⑦現在治療中、または後遺症のある病気 

現在治療中、または後遺症のある病気については、全体では「高血圧」が42.0％で最

も高く、次いで「高脂血症（脂質異常）」が19.4％、「目の病気」が16.1％となってい

ます。 

性別でみると、男性と女性では、抱えている病気が異なる傾向がみられます。 

 

■現在治療中、または後遺症のある病気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.3 

42.0 

19.4 

16.1 

15.2 

10.8 

8.2 

6.3 

6.3 

3.8 

3.7 

3.5 

2.6 

2.0 

1.6 

1.0 

0.7 

0.4 

8.5 

5.1 

15.9 

43.9 

15.9 

14.7 

16.2 

15.7 

2.5 

7.1 

11.5 

4.7 

4.7 

4.7 

3.9 

1.5 

0.7 

0.2 

0.5 

0.0 

7.1 

5.6 

18.1 

40.5 

23.1 

17.6 

14.3 

5.8 

14.1 

5.5 

1.0 

3.0 

2.8 

2.3 

1.3 

2.5 

2.5 

1.8 

1.0 

0.8 

10.1 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ない

高血圧

高脂血症（脂質異常）

目の病気

糖尿病

心臓病

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

がん（悪性新生物）

耳の病気

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

血液・免疫の病気

外傷（転倒・骨折等）

うつ病

パーキンソン病

認知症（アルツハイマー病等）

その他

無回答

全体 n=809

男性 n=408

女性 n=398
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⑧認知症に関する相談窓口の認知度 

認知症に関する相談窓口の認知度については、全体では「いいえ（知らない）」が69.8％

となっています。 

性別でみると、男性に比べて女性のほうが、「はい（知っている）」の割合が高い傾向

がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨認知症になったらどこで生活したいか 

認知症になったらどこで生活したいかについては、全体では「自宅」が41.7％、「施

設」が53.9％となっています。 

性別でみると、女性に比べて男性の方が、「自宅」の割合が高い傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.3 

21.1 

33.9 

69.8 

76.7 

62.6 

2.8 

2.2 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 n=809

男性 n=408

女性 n=398

はい（知っている） いいえ（知らない） 無回答

41.7 

48.0 

35.4 

53.9 

48.0 

59.5 

4.4 

3.9 

5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 n=809

男性 n=408

女性 n=398

自宅 施設 無回答
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⑩認知症になってから自宅で生活するために必要なサービス 

認知症になってから自宅で生活するために必要なサービスについては、全体では「家事

支援（調理・洗濯・掃除など）」が61.7％で最も高く、次いで「身の回りの支援（入浴、

着替え、薬管理など）」が50.1％、「通院支援」が44.2％となっています。 

性別でみると、男性と女性では、必要なサービスが異なる傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.7 

50.1 

44.2 

40.1 

29.4 

22.6 

15.7 

10.4 

3.3 

3.6 

63.8 

52.0 

44.9 

37.2 

26.5 

17.3 

15.8 

9.7 

2.6 

2.6 

58.9 

47.5 

43.3 

44.0 

33.3 

29.8 

15.6 

11.3 

4.3 

5.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

家事支援（調理・洗濯・掃除など）

身の回りの支援

（入浴、着替え、薬管理など）

通院支援

買い物支援

家族が不在時に泊まれる場所

日中過ごせる場所

金銭管理

近隣の方の見守り

その他

無回答

全体 n=337

男性 n=196

女性 n=141
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⑪介護予防のための生活機能判定（リスク該当割合） 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の22の質問項目より、以下の７つの生活機能を判

定することができます。判定の結果、各機能においてリスクがみられると判定された割合

を下表にまとめています。 

介護予防のための生活機能判定（リスク該当割合）をみると、突出してリスク該当割合

が高いのは「認知機能の低下」と「うつ傾向」となっています。 

性別でみると、「口腔機能の低下」と「閉じこもり傾向」を除いた５つの項目において、

男性に比べて女性のほうが、リスク該当割合が高く、特に「運動器の機能低下」において

差が大きくなっています。 

 

■介護予防のための生活機能判定（リスク該当割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫その他の生活機能判定（該当割合） 

介護予防のための生活機能判定のほかに５つの生活機能を判定することができます。

各機能においての判定結果の割合を下表にまとめています。 

その他の生活機能判定（該当割合）をみると、突出して該当割合が高いのは「転倒リス

クが高い」と「社会的役割が低い」となっています。 

性別でみると、「転倒リスクが高い」を除いた４つの項目において、女性に比べて男性

のほうが、該当割合が高くなっています。また、「転倒リスクが高い」「知的能動性が低

い」「社会的役割が低い」において男女差が大きくなっています。 

 

■その他の生活機能判定（該当割合） 

 

 

 

 

 

  

判定項目
全体

n=809
男性

n=408
女性

n=398

①生活機能の低下 8.0％ 7.8％ 8.3％

②運動器の機能低下 11.5％ 7.8％ 15.3％

③低栄養状態 1.2％ 0.7％ 1.8％

④口腔機能の低下 20.9％ 21.3％ 20.6％

⑤閉じこもり傾向 17.6％ 17.9％ 17.3％

⑥認知機能の低下 41.7％ 39.7％ 43.7％

⑦うつ傾向 37.0％ 35.0％ 38.9％

判定項目
全体

n=809
男性

n=408
女性

n=398

①転倒リスクが高い 26.7％ 22.3％ 31.4％

②手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）が低い 4.3％ 4.4％ 4.3％

③知的能動性が低い 8.4％ 11.3％ 5.5％

④社会的役割が低い 27.4％ 30.6％ 24.1％

⑤生活機能総合評価が低い 7.3％ 8.8％ 5.8％
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⑬圏域別でみられる傾向 

【１】家族構成 

家族構成について「１人暮らし」をみると、北高根沢地区が8.3％、阿久津地区が11.1％

となっています。高齢者のみ世帯（「１人暮らし」「夫婦2人暮らし（配偶者65歳以上）」）

は、北高根沢地区が42.1％、阿久津地区が46.9％となっています。 

 

■家族構成（圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】外出状況（控えている状況） 

外出状況（控えている状況）について「はい（控えている）」をみると、北高根沢地区

が32.0％、阿久津地区が28.6％となっています。各圏域で約３割の方が外出を控えてい

る状況にあります。 

 

■外出状況（控えている状況）（圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.3 

11.1 

33.8 

35.8 

8.6 

7.0 

23.4 

23.0 

23.4 

21.3 

2.4 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北高根沢 n=337

阿久津 n=469

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下） 息子・娘との２世帯

その他 無回答

32.0 

28.6 

66.5 

70.1 

1.5 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北高根沢 n=337

阿久津 n=469

はい（控えている） いいえ（控えていない） 無回答
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【３】外出時の主な移動手段 

外出時の主な移動手段については、圏域ごとに異なる傾向がみられ、地理的要因や交通

整備状況等による影響が考えられます。特に、「徒歩」「電車」については、北高根沢地

区に比べ、阿久津地区で高くなっています。 

 

■外出時の主な移動手段（圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83.7 

27.9 

18.1 

14.5 

3.3 

3.0 

1.2 

0.9 

80.6 

43.5 

20.3 

18.1 

14.1 

4.1 

3.0 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自動車（自分で運転）

徒歩

自動車（人に乗せてもらう）

自転車

電車

たんたん号

タクシー

バイク
北高根沢 n=337

阿久津 n=469
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【４】健康づくりや趣味等のグループ活動へ参加者として参加する意向 

健康づくりや趣味等のグループ活動へ参加者として参加する意向について「是非参加

したい」をみると、北高根沢地区が5.3％、阿久津地区が5.1％となっています。参加に

前向きな回答（「既に参加している」「是非参加したい」「参加してもよい」）は、北高

根沢地区が61.1％、阿久津地区が53.5％となっています。 

 

■健康づくりや趣味等のグループ活動へ参加者として参加する意向（圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

【５】介護予防のための生活機能判定（リスク該当割合） 

下表では判定項目ごとにリスク該当割合が最も高い圏域を塗りつぶしています。「認知

機能の低下」を除いた６項目でリスク該当割合は阿久津地区のほうが高くなっています。 

 

■介護予防のための生活機能判定（リスク該当割合）（圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3 

3.2 

5.3 

5.1 

52.5 

45.2 

33.8 

40.5 

5.0 

6.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北高根沢 n=337

阿久津 n=469

既に参加している 是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

判定項目
北高根沢地区

n=337
阿久津地区

n=469

①生活機能の低下 8.0％ 8.1％

②運動器の機能低下 11.0％ 11.9％

③低栄養状態 1.2％ 1.3％

④口腔機能の低下 19.9％ 21.7％

⑤閉じこもり傾向 16.9％ 18.1％

⑥認知機能の低下 46.6％ 38.2％

⑦うつ傾向 35.0％ 38.4％
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３）集計結果の総括 

家族構成については、高齢者のみ世帯は、全体では44.9％となっています。内訳とし

ては、「１人暮らし」が10.0％、「夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）」が34.9％とな

っています。圏域別では、北高根沢地区が42.1％、阿久津地区が46.9％となっています。 

外出状況（控えている状況）については、全体で30.0％が外出を控えており、特に男

性に比べ女性のほうが外出を控えている方の割合が高い傾向がみられます。また、圏域別

では、北高根沢地区が32.0％、阿久津地区が28.6％となっています。 

外出を控えている理由については、全体では「足腰などの痛み」「病気」「外での楽し

みがない」が多くなっています。また、男性に比べて女性のほうが、「足腰などの痛み」

「トイレの心配（失禁など）」「交通手段がない」により外出を控えている方の割合が高

い傾向がみられます。 

外出時の主な移動手段については、全体では「自動車（自分で運転）」が82.0％で最

も高く、次いで「徒歩」が36.8％、「自動車（人に乗せてもらう）」が19.3％となって

います。また、男性は自らの動作による移動手段が多い傾向がみられる一方、女性は「自

動車（人に乗せてもらう）」「電車」「たんたん号」「タクシー」など、誰かに頼る移動

手段が多い傾向がみられます。圏域別では、特に「徒歩」「電車」が、北高根沢地区に比

べ、阿久津地区で高くなっています。 

健康づくりや趣味等のグループ活動へ参加者として参加する意向については、全体で

は約５割の方が前向きな回答をしています。また、男性に比べて女性、阿久津地区に比べ

て北高根沢地区のほうが、参加者として参加することに対して、前向きな回答をしている

方の割合が高くなっています。 

健康づくりや趣味等のグループ活動へ企画・運営（お世話役）として参加する意向につ

いては、全体では約３割の方が前向きな回答をしています。また、女性に比べて男性のほ

うが、企画・運営（お世話役）として参加することに対して、前向きな回答をしている方

の割合が高くなっています。 

認知症に関する相談窓口の認知度については、全体では「いいえ（知らない）」が69.8％

となっています。また、男性に比べて女性のほうが、「はい（知っている）」の割合が高

い傾向がみられます。 

認知症になったらどこで生活したいかについては、全体では「自宅」が41.7％、「施

設」が53.9％となっています。また、女性に比べて男性の方が、「自宅」の割合が高い

傾向がみられます。 

認知症になってから自宅で生活するために必要なサービスについては、全体では「家事

支援」「身の回りの支援」「通院支援」が多く挙げられています。また、男性と女性では、

必要なサービスが異なる傾向がみられ、男性では「家事支援」「身の回りの支援」「通院

支援」、女性では「買い物支援」「家族が不在時に泊まれる場所」「日中過ごせる場所」

が高い傾向がみられます。 

介護予防のための生活機能判定（リスク該当割合）をみると、突出してリスク該当割合

が高いのは「認知機能の低下」と「うつ傾向」となっています。また、性別でみると、「口
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腔機能の低下」と「閉じこもり傾向」を除いた５つの項目において、男性に比べて女性の

ほうが、リスク該当割合が高く、特に「運動器の機能低下」において差が大きくなってい

ます。圏域別では、「認知機能の低下」を除いた６項目で北高根沢地区に比べて阿久津地

区のほうが高くなっています。 

その他の生活機能判定（該当割合）をみると、突出して該当割合が高いのは「転倒リス

クが高い」と「社会的役割が低い」となっています。また、性別でみると、「転倒リスク

が高い」を除いた４つの項目において、女性に比べて男性のほうが、該当割合が高くなっ

ています。また、「転倒リスクが高い」「知的能動性が低い」「社会的役割が低い」にお

いて男女差が大きくなっています。 
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（２）在宅介護実態調査 

１）調査実施概要 

①調査の目的 

第９期介護保険事業計画を策定するにあたり、高齢者の方の生活状況や支援サービス

の必要性等を把握し、これからの施策の改善及び展開、充実を図ることを目的としていま

す。 

 

②調査対象者 

 

調査区分 対 象 

在宅介護実態調査 

（在宅で生活している要介護認定者） 
●在宅で生活している要介護認定者 

 

 

③調査方法と調査時期 

 

調査区分 調査方法・調査時期 

在宅介護実態調査 

（在宅で生活している要介護認定者） 

●調査員による聞き取り調査 

●令和４（2022）年 11 月 24 日 

～令和５（2023）年 1 月 13 日 

 

 

④回収結果 

 

調査区分 配布件数 回収件数 回収率 

在宅介護実態調査 

（在宅で生活している要介護認定者） 
 544 件  

 

  



第 1 部 総論 

34 

２）集計結果 

①要介護認定者の年齢 

要介護認定者の年齢については、「85～89歳」が25.9%で最も高く、次いで「80～

84歳」が24.4%、「90～94歳」が18.0%となっています。 

 

■要介護認定者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②要介護認定者の２次判定結果（要介護度） 

要介護認定者の２次判定結果については、「要介護１」が23.9％で最も高く、次いで

「要介護２」が20.1％、「要支援２」が16.6％となっています。 

 

■要介護認定者の２次判定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2%

1.9%

6.6%

11.9%

24.4%

25.9%

18.0%

7.4%

0.6%

0.0%

0% 20% 40%

65歳未満

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

無回答

合計(n=528)

0.0%

11.6%

16.6%

23.9%

20.1%

14.0%

9.5%

4.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40%

非該当_認定

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

再調査

取消

なし

無回答

合計(n=422)
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③主な介護者の年齢 

主な介護者の年齢については、「60代」が33.9％で最も高く、次いで「50代」が26.1％、

「70代」が20.7％となっています。主な介護者の約6割半が60代以上となっています。 

 

■主な介護者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④主な介護者が行っている介護 

主な介護者が行っている介護については、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」

が78.6％で最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」が73.1％、「食事の準備（調

理等）」が71.5％となっています。 

 

■主な介護者が行っている介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0%

0.0%

2.3%

3.9%

26.1%

33.9%

20.7%

10.5%

2.5%

0.2%

0% 20% 40%

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

無回答

合計(n=487)

16.4%

14.0%

5.3%

12.3%

12.7%

19.7%

14.6%

73.1%

35.9%

25.5%

5.1%

71.5%

78.6%

69.4%

2.7%

0.2%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

無回答

合計(n=487)
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⑤介護のための離職の有無（過去１年間） 

介護のための離職の有無（過去１年間）については、「介護のために仕事を辞めた家族・

親族はいない」が91.8％で最も高くなっています。「主な介護者が仕事を辞めた（転職

除く）」「主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）」を合わせた介護離

職者は2.5％となっています。 

 

■介護のための離職の有無（過去１年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス 

在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービスについては、「移送サービス（介

護・福祉ﾀｸｼｰ等）」が25.9％で最も高く、次いで「外出同行（通院、買い物など）」が

25.6％、「見守り、声かけ」が14.3％となっています。 

 

■在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3%

0.2%

0.6%

0.0%

91.8%

4.5%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞め

た（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はい

ない

わからない

無回答

合計(n=487)

9.0%

5.0%

9.0%

9.9%

6.3%

25.6%

25.9%

14.3%

10.3%

2.4%

45.2%

1.5%

0% 20% 40% 60%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉 等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計(n=544)
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⑦本人が抱えている傷病 

本人が抱えている傷病については、「認知症」が30.7％で最も高く、次いで「筋骨格

系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」が23.9％、「変形性関節疾患」が20.2％と

なっています。 

 

■本人が抱えている傷病 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.5%

15.3%

7.4%

5.7%

3.1%

23.9%

2.8%

20.2%

30.7%

1.8%

1.5%

12.9%

13.2%

25.0%

2.0%

1.1%

0.9%

0% 20% 40%

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

悪性新生物（がん）

呼吸器疾患

腎疾患（透析）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症

等）

膠原病（関節リウマチ含む）

変形性関節疾患

認知症

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うも

の）

その他

なし

わからない

無回答

合計(n=544)



第 1 部 総論 

38 

⑧就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援 

就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援については、「介護休

業・介護休暇等の制度の充実」が22.1％で最も高く、次いで「労働時間の柔軟な選択（フ

レックスタイム制など）」が16.7％、「制度を利用しやすい職場づくり」が15.8％とな

っています。 

 

■就労の継続に向けて効果的であると考えられる勤め先からの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.2%

22.1%

15.8%

16.7%

3.6%

3.2%

1.4%

13.5%

1.4%

20.3%

18.5%

3.6%

0% 20% 40%

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制な

ど）

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

合計(n=222)
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３）集計結果の総括 

主な介護者の年齢が60代以上の割合が、65.1％と約６割半を占めており、高齢の介護

者の負担を軽減するための支援が求められます。 

在宅生活を継続するために充実が必要な支援・サービスとして、「移送サービス」「外

出同行」「見守り、声かけ」が求められていることから、負担の軽減に向け、これらの支

援・サービスを提供する体制の強化による提供量の拡大が求められます。 

また、主な介護者が行っている介護で「その他家事（掃除、洗濯、買い物 等）」「外

出の付き添い、送迎等」「食事の準備（調理等）」が７割を超えていることから、今後更

に主な介護者が高齢化すれば、これらの支援・サービスも必要になる可能性があります。 

本人が抱えている傷病については「認知症」が最も多いことから、認知症の高齢者を自

宅で介護している家族に対する支援・サービスも求められます。 

過去１年間の介護離職の割合は低くなっていますが、就労の継続に向けて、効果的と考

えられる勤め先からの支援としては、「介護休業・介護休暇等の制度の充実」「労働時間

の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」「制度を利用しやすい職場づくり」が多く挙

げられています。本町としては、介護保険制度の周知や介護と仕事の両立を希望するご家

族への相談体制を充実させることが求められます。 
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（３）在宅生活改善調査 

１）調査実施概要 

①調査目的 

「過去１年間」の、自宅等から居所を変更した利用者の行先別人数や自宅等において死

亡した利用者の人数、また、現在自宅等にお住まいの方で、「現在のサービス利用では、

生活の維持が難しくなっている方」の、人数や生活の維持が難しくなっている理由、生活

の改善のために必要な支援・サービス等を把握します。 

また、調査の結果や、調査結果に基づいた関係者間での議論を通じ、住み慣れた地域で

の生活の継続性を高めるために必要な支援やサービス、連携のあり方を検討し、介護保険

事業計画に反映していくことを目的としています。 

 

②調査実施概要 

調査対象者 居宅介護支援事業所のケアマネジャー 11 事業所 

調査方法 アンケート調査 

調査時期 令和５（2023）年２月 22 日～令和５（2023）年３月 24 日 

回収結果 11 事業所（回収率 100.0％） 

 

２）集計結果 

①過去１年間の居所変更と自宅等における死亡の割合 

過去１年間の居所変更と自宅等における死亡の割合については、「居所変更」が51.6％、

「死亡」が48.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51.6% 48.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=122)

居所変更 死亡
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②過去１年間に自宅等から居所を変更した利用者の行先別の人数 

過去１年間に自宅等から居所を変更した利用者の行先別の人数をみると、「市区町村外」

の「特別養護老人ホーム」へ移る方が17.5％と最も高く、次いで「市区町村内」の「特

別養護老人ホーム」が15.9％、「市区町村外」の「サービス付き高齢者向け住宅」が11.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③過去１年間に自宅等から居所を変更した利用者の要介護度の内訳 

過去１年間に自宅等から居所を変更した利用者の要介護度の内訳をみると、「要介護４」

が36.5％と最も高くなっており、要介護３以上が57.1％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2% 7.9% 11.1% 20.6% 12.7% 36.5% 7.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(n=63)

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
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④現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者 

現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者の割合については、自宅等・サー

ビス付高齢者向け住宅（サ高住）・住宅型有料・軽費老人ホームに居住する利用者が3.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者の属性 

現在、在宅での生活の維持が難しくなっている利用者の属性について、「独居・自宅等

（持ち家）・要介護２以下」という属性の方の割合が18.8％と最も高くなっています。 
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⑥生活の維持が難しくなっている理由（本人の状態に属する理由） 

生活の維持が難しくなっている理由（本人の状態に属する理由）については、「必要な

生活支援の発生・増大」が75.0％で最も高く、次いで「必要な身体介護の増大」が65.6％、

「認知症の症状の悪化」が62.5％となっています。 

また、「要支援１〜要介護２」では、「必要な生活支援の発生・増大」が76.2％で最

も高く、次いで「認知症の症状の悪化」が66.7％、「必要な身体介護の増大」が57.1％

となっています。 

「要介護３〜要介護５」においては、「必要な身体介護の増大」が100.0％で最も高く、

次いで「必要な生活支援の発生・増大」が66.7％、「認知症の症状の悪化」が55.6％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75.0%

65.6%

62.5%

28.1%

28.1%

6.3%

0.0%

0.0%

76.2%

57.1%

66.7%

28.6%

38.1%

4.8%

0.0%

0.0%

66.7%

100.0%

55.6%

22.2%

11.1%

11.1%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

必要な生活支援の発生 増大

必要な身体介護の増大

認知症の症状の悪化

医療的   医療処置の必要性の高まり

その他 本人の状態等の悪化

本人の状態等の改善

該当なし

無回答

合計(n=32) 要支援1～要介護2(n=21) 要介護3～要介護5(n=9)
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⑦生活の維持が難しくなっている理由（本人の意向に属する理由） 

生活の維持が難しくなっている理由（本人の意向に属する理由）については、全体とし

て「居住環境が不便だから」が21.9％で最も高く、次いで「本人が、一部の居宅サービ

スの利用を望まないから」が18.8％、「生活不安が大きいから」「その他、本人の意向

等があるから」がともに15.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧生活の維持が難しくなっている理由（家族等介護者の意向・負担等に属する理由）  

生活の維持が難しくなっている理由（家族等介護者の意向・負担等に属する理由）につ

いては、全体として「本人と家族等の関係性に課題があるから」が43.8％で最も高く、

次いで「介護者の介護に係る不安・負担量の増大」が34.4％、「家族等の介護等技術で

は対応が困難」が31.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.8%

15.6%

21.9%

9.4%

9.4%

15.6%

3.1%

31.3%

23.8%

23.8%

23.8%

9.5%

14.3%

9.5%

0.0%

28.6%

0.0%

0.0%

22.2%

0.0%

0.0%

22.2%

11.1%

44.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

本人が 一部の居宅     の利用を望まないから

生活不安が大きいから

居住環境が不便だから

本人が介護者の負担の軽減を望むから

費用負担が重いから

その他 本人の意向等があるから

該当なし

無回答

合計(n=32) 要支援1～要介護2(n=21) 要介護3～要介護5(n=9)

34.4%

3.1%

31.3%

21.9%

9.4%

43.8%

15.6%

0.0%

31.3%

38.1%

0.0%

28.6%

23.8%

4.8%

57.1%

4.8%

0.0%

28.6%

33.3%

0.0%

33.3%

22.2%

22.2%

22.2%

33.3%

0.0%

44.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

介護者の介護に係る不安 負担量の増大

介護者が 一部の居宅     の利用を望まないから

家族等の介護等技術では対応が困難

費用負担が重いから

家族等の就労継続が困難になり始めたから

本人と家族等の関係性に課題があるから

その他 家族等介護者の意向等があるから

該当なし

無回答

合計(n=32) 要支援1～要介護2(n=21) 要介護3～要介護5(n=9)
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３）集計結果からみた課題 

生活の維持が難しく、自宅等から居所を変更した利用者の行き先として、特別養護老人

ホームが多いことから、生活を支える介護サービスを提供することや受け皿となる施設

を整備することが課題です。基準を満たすサービス付き高齢者住宅や軽費老人ホーム（ケ

アハウス）を特定施設化することにより、住宅事業者が入所者に対して介護サービス（特

定入所者生活介護）を提供できるようになると考えられます。 

在宅維持が難しくなっている理由として、「必要な生活支援の発生・増大」「必要な身

体介護の増大」「認知症の症状の悪化」を回答する割合が高くなっていることから、生活

支援や身体介護に対する支援・サービス、認知症の高齢者に対するケア、認知症の高齢者

の介護者に対する支援・サービスの充実が課題です。 
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（４）居所変更実態調査 

１）調査実施概要 

①調査目的 

居所変更実態調査では、過去１年間で施設・居住系サービスから居所を変更した方の人

数や、その理由等を把握します。 

また、調査結果や、調査結果に基づいた関係者間での議論を通じて、施設・居住系サー

ビスでの生活の継続性を高めるために必要な機能や、外部サービス資源との連携等を検

討し、具体的な取組に繋げていくことを目的としています。 

 

②調査実施概要 

調査対象者 施設・居住系サービスの管理者など 10 事業所 

調査方法 アンケート調査 

調査時期 令和５（2023）年２月 22 日～令和５（2023）年３月 24 日 

回収結果 10 事業所（回収率 100.0％） 

 

２）集計結果 

①過去１年間の退去・退所者に占める居所変更・死亡の割合 

過去１年間の退去・退所者に占める居所変更・死亡の割合をみると、39.8％の方が最

期まで入所した施設等で暮らし続けることができた状況となっています。一方で、60.2％

の方が、居所を変更しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２章 高齢者の状況 

47 

②居所変更した人の要支援・要介護度 

居所変更した人の要支援・要介護度をみると、「要介護４」の方が20.4％と最も高く、

次いで「要介護５」が17.8％、「要介護３」が13.6％となっています。居所変更した人

のうち、要支援１～要介護２が約１割、要介護３以上の方が約５割、死亡が約4割となっ

ています。死亡を除いて再計算すると、要介護３以上が全体の86.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③居所変更した理由 

居所変更した理由については、「医療的ケア・医療処置の必要性の高まり」が９件と最

も多く、次いで「必要な身体介護の発生・増大」が４件となっています。 
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5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

必要な支援の発生・増大

必要な身体介護の発生・増大

認知症の症状の悪化

医療的ケア・医療処置の必要性の高まり

上記以外の状態像の悪化

状態等の改善

必要な居宅サービスを望まなかったため

費用負担が重くなった

その他
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３）集計結果からみた課題 

施設・居住系サービスで看取りまでできている割合は、療養型・介護医療院が最も高く、

次いで特別養護老人ホームとなっていることから、本町の高齢者が住み慣れた地域に住

み続けるためには、療養型・介護医療院の整備や特別養護老人ホーム等のサービス事業所

を増やすことが課題です。 
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（５）介護人材実態調査 

１）調査実施概要 

①調査目的 

介護人材実態調査では、介護人材の性別・年齢構成、資格保有状況、過去１年間の採用・

離職の状況、訪問介護サービスにおけるサービス提供の実態などを把握します。 

また、調査結果や、調査結果に基づいた関係者間での議論を通じて、地域内の介護人材

の確保・サービス提供方法の改善などに繋げていくことを目的としています。 

 

②調査実施概要 

調査対象者 事業所、施設・居住系サービス管理者など 23 事業所 

調査方法 

アンケート調査 

（訪問介護事業所については、別途に職員が回答する「職員票」を用意

し、特に訪問介護について、個々の職員の身体介護・生活援助の提供状

況について回答いただいた。） 

調査時期 令和５（2023）年２月 22 日～令和５（2023）年３月 24 日 

回収結果 23 事業所（回収率 100.0％） 

 

２）集計結果 

①サービス系統別の正規職員・非正規職員の割合 

サービス系統別の正規職員・非正規職員の割合をみると、合計では「正規職員」が66.0％、

「非正規職員」が33.3％となっています。 

施設・居住系における「正規職員」の割合が74.1％と高くなっている一方、訪問系で

は「非正規職員」の割合が57.4％、通所系では「非正規職員」の割合が45.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.0%

39.3%

54.9%

74.1%

33.3%

57.4%

45.1%

25.9%

0.6%

3.3%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計(n=324)

訪問系(n=61)

通所系(n=71)

施設・居住系(n=54)

正規職員 非正規職員 無回答
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②性別・年齢別の雇用形態の構成比（全サービス系統合計） 

全サービス系統における性別・年齢別の雇用形態の構成比をみると、全年齢において

「女性」の雇用が多く、特に「50歳代女性」が19.8％と最も高くなっています。 

また、「正規職員」の割合では、「男性」「女性」ともに「40歳代」がそれぞれ12.0％、

11.1％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③性別・年齢別の雇用形態の構成比（訪問系） 

訪問系における性別・年齢別の雇用形態の構成比では、「50歳代女性」が29.5％と最

も高く、次いで「60歳代女性」が27.9％となっています。 

また、「正規職員」の割合では、「男性」では「30歳代」「40歳代」がともに１.6％、

「女性」では「50歳代」が13.1％と最も高くなっています。 
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11.1%
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0.6%
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0.0%

9.8%

13.1%

29.5%

27.9%

16.4%

0.0%

0.0%
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0%10%20%30%40%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性（正規職員） 男性（計） 女性（正規職員） 女性（計）
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④性別・年齢別の雇用形態の構成比（通所系） 

通所系における性別・年齢別の雇用形態の構成比では、「50歳代女性」が28.2％と最

も高く、次いで「60歳代女性」が19.7％となっています。 

また、「正規職員」の割合をみると、「男性」「女性」ともに「40歳代」がそれぞれ

9.9％、12.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤性別・年齢別の雇用形態の構成比（施設・居住系） 

施設・居住系における性別・年齢別の雇用形態の構成比では、「40歳代女性」が31.5％

と最も高く、次いで「30歳代女性」が24.1％となっています。 

また、「正規職員」の割合をみると、「男性」では「30歳代」が7.4％、「女性」では

「40歳代」が27.8％と最も高くなっています。 
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⑥介護職員数の変化 

介護職員数の変化についてみると、過去１年間の採用者数は全サービス系統で50人（正

規職員27人、非正規職員23人）、離職者数は全サービス系統で49人（正規職員24人、

非正規職員25人）となっています。 

 

 

 

 

 

 

⑦訪問介護のサービス提供時間の内容別の内訳（介護給付） 

訪問介護のサービス提供時間の内容別の内訳（介護給付）をみると、小多機・看多機・

定期巡回以外の訪問系サービスにおいて、「身体介護」が37.8％と最も高く、次いで「そ

の他生活援助」が37.6％、「調理・配膳」が14.0％、「買い物」が10.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小多機・・・小規模多機能型居宅介護 

看多機・・・看護小規模多機能型居宅介護 

定期巡回・・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

  

昨年比離職者数採用者数職員総数
サービス系統

（該当事業所数）
小計非正規職員正規職員小計非正規職員正規職員小計非正規職員正規職員小計非正規職員正規職員

100.3%98.6%101.4%49人25人24人50人23人27人356.5人136人220.5人全サービス系統(n=23)

109.2%102.1%128.6%7人6人1人13人7人6人71.5人49人22.5人訪問系(n=5)

102.9%100.0%105.3%6人4人2人8人4人4人72人32人40人通所系(n=7)

94.7%87.5%97.6%6人3人3人3人1人2人54人14人40人施設・居住系(n=4)

37.5%

37.8%

10.6%

10.6%

13.9%

14.0%

38.1%

100.0%

37.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計(n=61)

小多機・看多機・定期巡回(n=9)

上記以外の訪問系サービス(n=51)

身体介護 買い物 調理・配膳 その他生活援助
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⑧訪問介護のサービス提供時間の内容別の内訳（予防給付・総合事業） 

訪問介護のサービス提供時間の内容別の内訳（予防給付・総合事業）をみると、小多機・

看多機・定期巡回以外の訪問系サービスにおいて、「その他生活援助」が58.2％と最も

高く、次いで「調理・配膳」が16.3％、「買い物」が15.1％、「身体介護」が10.5％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）集計結果からみた課題 

正規職員は、採用人数が離職者を上回っており、３人増加しているのに対し、非正規職

員は、離職者が採用人数を上回り、２人減少しています。 

本町においては、事業者に対して、非正規職員の正規職員化、非正規職員の離職者を減

らすための雇用条件・労働条件の改善、モチベーションの向上の取組を支援することが課

題です。 
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上記以外の訪問系サービス(n=51)

身体介護 買い物 調理・配膳 その他生活援助
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第９節 課題のまとめ 

（１）単身高齢者、夫婦のみ高齢者に対する支援の充実 

単身高齢者世帯及び高齢者夫婦世帯が増加していることや、在宅介護において本人の

子や配偶者が主な介護者となっている状況を踏まえ、地域全体で高齢者の介護を担う地

域包括ケアシステムの構築が課題です。 

主な介護者の年齢について、60代以上が約６割半となっていることや、在宅での生活

の維持が難しくなってきている理由（家族等介護者の意向・負担等に属する理由）として

「介護者の介護に係る不安・負担量の増大」「家族等の介護等技術では対応が困難」等が

挙げられていることから、居宅サービスや施設サービスを充実させ、高齢の介護者の負担

を低減することが必要です。 

（２）高齢者の生活支援サービスの充実 

「介護予防・日常生活総合事業」により、町独自で多様な主体による多様なサービスが

実施できることから、すべての高齢者が利用できる生活支援サービスの充実を図る必要

があります。 

（３）高齢者が地域で住み続けるための住宅、施設の充実 

施設・居住系サービスで看取りまでできている割合は療養型・介護医療院が一番高く、

次いで特別養護老人ホームとなっていることから、本町の高齢者が住み慣れた地域に住

み続けるためには、療養型・介護医療院の整備や特別養護老人ホームを増やすことが課題

です。 

また、在宅介護を支援するため、地域密着型サービスの実施に取り組む必要があります。 

（４）介護人材の確保に対する支援の充実 

非正規職員の離職者が多いことから、本町では事業者が行う非正規職員の定着のため

の取組を支援する必要があります。 
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第３章 第９期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画 

第１節 基本理念 

高齢者福祉に係る各種施策を推進していくうえで、「すべての高齢者がいつまでも健康

で、住み慣れた地域で安心していきいきと自立した生活を送ることができる社会」の実現

を目指し、『安心・健康・生きがい』を本計画の基本理念に掲げ、「安心：保健・福祉・

介護の基盤づくり」「健康：健康で自立した生活づくり」「生きがい：いきいきと暮らせ

る地域づくり」の３つの柱を基本目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）安心（保健・福祉・介護の基盤づくり） 

高齢者が、要介護状態にならないように、また、要介護状態になっても、状態を維持し

尊厳をもって適切な支援を受け、住み慣れた地域で自立した生活が送れるように、介護サ

ービスの基盤整備を推進します。 

（２）健康（健康で自立した生活づくり） 

健康寿命を延ばし、住み慣れた地域で健康で自立した生活が送れるように、健康づくり

や介護予防のための施策を推進します。 

（３）生きがい（いきいきと暮らせる地域づくり） 

高齢者が地域の中で生きがいをもって生活できるように、シニアクラブ、自治公民館活

動等との連携を深めるとともに、社会参加の機会の場や、高齢者活動の拠点整備を推進し

ます。 

 

  

 

 

安 心 

健 康 生きがい 
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第２節 計画推進の基本方針 

（１）第８期計画の継承・拡充 

第９期計画の計画期間内においても、高齢者の増加が進行する傾向は変わらないこと

から、第８期計画の基本的な内容を継承し、拡充を図ります。 

（２）第８期計画策定後の法律や制度改正への対応 

厚生労働省から示された第９期計画基本指針を踏まえるとともに令和５（2023）年に

公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律」を踏まえた内容とします。 

（３）重点施策の選定 

第９期計画において、第８期計画に引き続き、重点的に取り組み、推進する施策を「重

点施策」と位置づけ、推進します。 

 

○重点施策 

【地域包括支援センターの機能・運営の強化】 

選定理由：地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの要となる機能を有する組

織であること、また全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険

法等の一部改正において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の

包括的な支援体制の構築が求められていることから、その機能及び運営の強化に重点的

に取り組みます。 

 

【生活支援・介護予防の推進】 

選定理由：高齢者ができる限り住み慣れた地域で、健康で自立して生活することが本人

や家族にとって望ましく、また、住民主体の活動や多様な主体による多様なサービスの提

供体制の構築、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくり、認知症予防など生活支援・

介護予防を重点施策として位置づけます。 
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第３節 計画の進行管理 

（１）高齢者福祉計画について 

計画の進行状況については、健康福祉課において随時把握し、また、定期的に点検し、

介護保険事業計画にあわせ、令和８（2026）年度の見直しにおける次期計画策定の資料

とします。 

（２）介護保険事業計画について 

１）進行管理の必要性 

進行管理とは、介護保険事業計画が策定された後、計画に盛り込まれたサービスの内容

や供給量が、予定通りに行なわれているかどうかを、適宜、数量などで把握し管理してい

くことです。 

計画は予定通りに運営されて初めてその役割を果たすものであり、その意味で介護保

険事業計画の進行管理の必要性はきわめて高いと言えます。 

２）進行管理の方法 

①進行管理の対象 

介護保険事業計画では、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの目標量

を設定しています。また、事業者相互の連携の確保や被保険者への情報提供、将来の高齢

者人口などについても示しています。これらが進行管理の対象事項となります。 

 

②進行管理の方法 

本町は居宅介護支援事業者と連携し、サービスが予定通り利用されているか、量は十分

かなど、サービスの必要量と供給量、サービスの質について、適宜、サービス事業者に対

し調査を行うなど、現状把握に努め、その評価を行います。さらに、国や県から提供され

たデータを基に地域課題の分析を行い、令和８（2026）年度における評価指標や計画の

見直しに向け、準備作業を進めます。 
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第４節 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念・基本目標 施策・事業

健康づくり・介護予防
○健康づくりの推進

○生活支援・介護予防の推進

生きがいづくり
○高齢者の積極的な社会参加

○生きがいづくりの推進

安心づくり
○介護給付サービスの充実

○地域支援事業の推進

○高齢者にやさしいまちづくりの推進

○地域包括ケアシステムの充実

○災害や感染症対策に係る体制整備

高
齢
者
福
祉
計
画

地域支援事業の推進

○介護予防・日常生活支援総合事業

○包括的支援事業

○任意事業

介護給付サービスの充実
○在宅介護サービスの充実

・居宅サービス

・介護予防サービス

・地域密着型サービス

・その他のサービス

○施設サービスの整備

○市町村特別給付

介
護
保
険
事
業
計
画

安
心

健
康

生
き
が
い

安心

保健・福祉・介護の

基盤づくり

健康

健康で自立した

生活づくり

生きがい

いきいきと暮らせる

地域づくり
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第１章 具体的施策 

【基本目標①】安心（保健・福祉・介護の基盤づくり） 

第１節 介護給付サービスの充実 

（１）在宅介護サービスの充実 

１）居宅サービス・介護予防サービス 

①訪問介護（ホームヘルプ） 

【現 状】 

訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や、

調理・洗濯・掃除等の生活援助を行うものです。居宅サ－ビスの利用人数は横ばいとなっ

ていますが、利用回数は減少傾向であることから、１人当たりの利用回数が減少している

と考えられます。 

 

【今後の方針】 

在宅の高齢者を支える重要なサービスであり、また、今後の１人暮らし高齢者や高齢者

世帯の増加が見込まれることから、サービスの量と質の確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

訪問介護 回 2,068  1,934  1,924  1,870  1,870  1,870  

人 119  116  121  115  115  115  

回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 

 

 

②訪問入浴介護 

【現 状】 

介護が必要な方の家庭に訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、自宅に浴槽な

どを運び入れてサービスを提供するものです。居宅サービスの利用人数は、減少傾向とな

っています。介護予防サービスの利用実績はありません。 
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【今後の方針】 

重度の認定者が在宅で暮らすために必須なサービスであり、また、在宅での介護の増加

によりサービス需要が拡大することが見込まれるため、サービス供給体制の確保に努め

ます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

訪問入浴介護 回 13  14  11  7  7  7  

人 4  4  3  2  2  2  

介護予防訪問入浴介護 回 0  0  0  0  0  0  

人 0  0  0  0  0  0  

回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 

 

③訪問看護 

【現 状】 

医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が家庭を訪問

し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。居宅サ－ビス・介護予防サー

ビスともに、利用人数は増加傾向となっています。 

 

【今後の方針】 

今後もサービス利用の需要の増加が想定されます。医療との連携は重要であり、サービ

ス量の確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

訪問看護 回 391  548  747  529  529  529  

人 51  63  79  62  62  62  

介護予防訪問看護 回 78  61  126  88  88  88  

人 15  12  21  16  16  16  

回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 
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④訪問リハビリテーション 

【現 状】 

医師の指示に基づいて、理学療法士（PT）または作業療法士（OT）が家庭を訪問し、

日常生活の自立のためのリハビリテーションを行うサービスです。居宅サービス・介護予

防サービスともに、あまり実績はありません。 

 

【今後の方針】 

在宅での生活を確保するために、心身機能の維持は重要であり、今後のサービス需要の

動向を注視していきます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

訪問リハビリテーション 回 25  15  0  0  0  0  

人 2  1  0  0  0  0  

介護予防訪問リハビリテーション 回 0  0  0  0  0  0  

人 0  0  0  0  0  0  

回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 

 

⑤居宅療養管理指導 

【現 状】 

病院、診療所、薬局等の医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などが定期的に家庭を訪問し

て、医学的な管理や指導を行うサービスです。居宅サービスの利用人数は増加傾向となっ

ています。 

 

【今後の方針】 

在宅での健康を維持するうえで重要なサービスであり、利用の促進を図り、そのための

サービス提供体制の確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

居宅療養管理指導  
      

人 38  48  71  52  51  51  

介護予防居宅療養管理指導  
      

人 1  1  2  1  1  1  

人数は１月当たりの利用者数 
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⑥通所介護（デイサービス） 

【現 状】 

介護の必要な方が通所介護事業所へ通い、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生

活上の世話及び機能訓練を受けるサービスです。居宅サ－ビスの利用人数は減少傾向に

あります。 

 

【今後の方針】 

在宅介護の要となる重要なサービスであり、今後もサービス需要は着実に増加するこ

とが想定されますので、サービス量の確保、質の高いサービスの確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

通所介護 回 3,129  2,726  2,563  2,730  2,730  2,730  

人 259  231  220  231  231  231  

回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 

 

⑦通所リハビリテーション（デイケア） 

【現 状】 

医療機関や介護老人保健施設において、心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を

助けるために行われる理学療法・作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサー

ビスです。居宅サービスの利用人数は減少傾向にあります。 

 

【今後の方針】 

在宅での生活を支える重要なサービスであり、今後も利用の促進を図り、サービス供給

体制の確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

通所リハビリテーション 回 238  198  188  200  200  200  

人 24  22  20  21  21  21  

介護予防通所リハビリテーション  
      

人 13  10  10  11  11  11  

回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 
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⑧短期入所生活介護（ショートステイ） 

【現 状】 

介護者（家族等、世話をする人）が家を一定期間離れるために介護ができなくなった場

合や、介護者の負担を軽減したい時などに、特別養護老人ホーム等に短期入所（ショート

ステイ）して、介護者に代わって入浴・食事等の介護、機能訓練を行うサービスです。居

宅サービスの利用人数は増加傾向、介護予防サービスの利用人数は減少傾向となってい

ます。 

 

【今後の方針】 

介護者の負担軽減に重要なサービスであり、ケアマネジャーとの連携により、適切なサ

ービス利用を図り、供給体制の確保に努めます。 
 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

短期入所生活介護 日 654  851  992  778  778  778  

人 57  70  74  64  64  64  

介護予防短期入所生活介護 日 20  11  9  9  9  9  

人 4  3  1  2  2  2  

回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 

 

⑨短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 

【現 状】 

医療機関や介護老人保健施設などで実施する短期入所（ショートステイ）で、医療上の

ケアを含む介護や機能訓練等を行うサービスです。居宅サービス・介護予防サービスとも

に、あまり実績はありません。 

 

【今後の方針】 

短期入所生活介護と同様、介護者の負担軽減を図り、在宅介護を支えるために重要なサ

ービスであると考えられることから、サービス需要の動向をみながら医療との連携を図

りサービス供給体制の確保に努めます。 
 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

短期入所療養介護 日 0  22  0  0  0  0  

人 0  2  0  0  0  0  

介護予防短期入所療養介護 日 0  0  0  0  0  0  

人 0  0  0  0  0  0  

回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 
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⑩福祉用具貸与 

【現 状】 

日常生活を支える、また機能訓練のための道具である福祉用具（車いすや特殊寝台など）

を貸与するサービスです。居宅サ－ビス・介護予防サービスともに、利用人数は増加傾向

となっています。 

 

【今後の方針】 

今後、利用は着実に増加することが想定されます。自立支援の妨げにならないように、

利用者の状態に合った福祉用具の貸与に努め、高齢者の有する能力に応じ、自立した生活

を営むことができるように支援していきます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

福祉用具貸与  
      

人 307  329  348  317  317  317  

介護予防福祉用具貸与  
      

人 110  117  137  123  123  123  

人数は１月当たりの利用者数 

 

⑪特定福祉用具販売 

【現 状】 

入浴や排せつなどに用いる特定福祉用具の購入費の９割（一定以上の所得がある場合

は、８割または７割）を支給するサービスです。 

 

【今後の方針】 

自立支援の妨げにならないように、利用者の状態に合った福祉用具の販売に努め、高齢

者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるように支援していきます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

特定福祉用具販売  
      

人 6  6  3  6  6  6  

特定介護予防福祉用具販売  
      

人 2  2  1  1  1  1  

人数は１月当たりの利用者数 
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⑫住宅改修費支給 

【現 状】 

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に、20万円を上限に費用の９割

（一定以上の所得がある場合は、８割または７割）を支給するサービスです。居宅サービ

ス・介護予防サ－ビスともに、利用人数は減少傾向にあります。 

 

【今後の方針】 

在宅の利用者が、住み慣れたなれた自宅で生活が続けられるように、また、利用者だけ

ではなく周りで支える家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

住宅改修費支給  
      

人 2  2  0  1  1  1  

介護予防住宅改修費支給  
      

人 2  1  1  2  2  2  

人数は１月当たりの利用者数 

 

⑬特定施設入居者生活介護 

【現 状】 

介護付き高齢者住宅に入居している方へ、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話や

機能訓練などを行うサービスです。居宅サービスの利用人数は増加傾向、介護予防サービ

スの利用人数は減少傾向となっています。 

 

【今後の方針】 

今後のサービス需要の動向を注視しながら、サ－ビス供給体制の確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

特定施設入居者生活介護  
      

人 14  16  20  21  21  21  

介護予防特定施設入居者 

生活介護 

       

人 3  3  1  1  1  1  

人数は１月当たりの利用者数 
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２）地域密着型サービス 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

【現 状】 

日中、夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携して、短時間の定期巡回により訪問す

るサービスです。また、利用者からの通報により随時訪問し、訪問介護サービス、訪問看

護のサービスを行います。第５期から始まったサービスですが、本町にはサービス提供事

業所がないため、実績はありません。 

 

【今後の方針】 

今後のサービス需要の動向を注視し、サービス供給を検討します。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 

       

人 0  0  0  0  0  0  

人数は１月当たりの利用者数 

 

②夜間対応型訪問介護 

【現 状】 

夜間の定期的な巡回訪問または通報を受けて、訪問介護員（ホームヘルパー）等が家庭

で必要な生活援助を行うサービスです。本町にはサービス提供事業所がないため、実績は

ありません。 

 

【今後の方針】 

今後のサービス需要の動向を注視し、サービス供給を検討します。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

夜間対応型訪問介護        

人 0  0  0  0  0  0  

人数は１月当たりの利用者数 
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③認知症対応型通所介護 

【現 状】 

認知症のある方に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機

能訓練を行うサービスです。事業所は町内に１ヶ所あります。居宅サービスにおける利用

人数は横ばい、介護予防サービスにおいては実績がありません。 

 

【今後の方針】 

今後の認知症高齢者の増加により、サ－ビス需要は増加することが想定されるため、利

用の促進を図り、供給体制の確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

認知症対応型通所介護  
      

人 17  16  17  17  17  17  

介護予防認知症対応型 

通所介護 

       

人 0  0  0  0  0  0  

人数は１月当たりの利用者数 

 

④小規模多機能型居宅介護 

【現 状】 

利用者の様態や希望に応じて、随時、訪問・通所・宿泊を組み合わせ、日常生活の介護、

機能訓練を提供するサービスで、中重度になっても在宅での生活が継続できるよう支援

するサービスです。事業所は町内に１ヶ所あり、居宅サービスの利用人数は増加傾向とな

っています。 

 

【今後の方針】 

今後、利用需要は着実に増加することが想定され、サービスの周知を図るとともに、供

給体制の確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

小規模多機能型居宅介護  
      

人 14  14  18  14  14  14  

介護予防小規模多機能型 

居宅介護 

       

人 1  1  0  0  0  0  

人数は１月当たりの利用者数  



第２部 各論 

70 

⑤認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

【現 状】 

見守りや補助があれば日常生活を営むことが可能な認知症高齢者が、小人数で共同生

活を営みながら、症状の回復や維持を図るためのサービスです。グループホームは町内に

3ヶ所（9名定員）あり、満床の状態です。 

 

【今後の方針】 

今後も認知症高齢者は増加することが想定されます。認知症高齢者のための重要なサ

ービスであり、供給体制の整備を促進し、サービス量の確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

認知症対応型共同生活介護  
      

人 26  26  31  32  32  32  

介護予防認知症対応型共同 

生活介護 

       

人 0  0  0  0  0  0  

人数は１月当たりの利用者数 

 

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 

【現 状】 

定員29人以下で入居者が要介護者、その配偶者等に限定されている介護付き高齢者住

宅に入居している要介護者に対し、入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話や機能訓練

などのサービスを行います。本町には該当する施設がありません。 

 

【今後の方針】 

今後のサービス需要の動向を注視し、サービス提供を検討します。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

地域密着型特定施設入居者 

生活介護 

       

人 0  0  0  0  0  0  

人数は１月当たりの利用者数 
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⑦地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

【現 状】 

定員29人以下の特別養護老人ホームに入所している要介護者に対し、日常生活上の介

護や機能訓練等のサービスを提供します。平成26（2014）年度に29床の施設整備を行

いました。 

 

【今後の方針】 

施設利用の需要は高く、待機者が多くいることから、第９期計画から広域型の施設整備

に取り組みます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

地域密着型介護老人福祉 

施設入居者生活介護 

       

人 28  28  28  28  28  28  

人数は１月当たりの利用者数 

 

⑧看護小規模多機能型居宅介護 

【現 状】 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、訪問・通所・宿泊で介護や医療・

看護のケアが受けられる複合型のサービスです。第５期から始まったサービスですが、実

績はありません。 

 

【今後の方針】 

今後のサービス需要の動向を注視し、サービス提供を検討します。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

看護小規模多機能型居宅 

介護 

       

人 0  0  0  0  0  0  

人数は１月当たりの利用者数 
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⑨地域密着型通所介護 

【現 状】 

食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供する

サービスです。事業所は町内に３ヶ所あります。利用人数は増加傾向にあります。 

 

【今後の方針】 

できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるよう利用者の心身機能の維持向上と、

利用者の家族負担の軽減を図ります。また、今後、利用需要は着実に増加することが想定

されますので、供給体制の確保に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

地域密着型通所介護 回 404  741  1,466  887  887  887  

人 39  73  155  88  88  88  

回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数 
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３）その他のサービス 

①居宅介護支援・介護予防支援 

【現 状】 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が在宅で要介護・要支援となった方の心身の状況や、

置かれている環境、本人や家族の希望等を踏まえて、介護（予防）サービス計画（ケアプ

ラン）を作成し、サービス事業者との連絡・調整等を行います。なお、要支援認定者につ

いては地域包括支援センターが行います。認定者の増加とともに、居宅サービスの利用人

数は着実に増加しています。 

 

【今後の方針】 

利用者に適切なサービスが提供できるように、ケアプランの点検等を行い、ケアマネジ

ャーの質の向上に努めます。また、地域包括支援センターは自立のための効果的なサービ

スが利用できるように、サービス計画の作成に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

居宅介護支援  
      

人 438  461  472  448  446  447  

介護予防支援        

人 123  126  146  134  134  134  

人数は１月当たりの利用者数 
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（２）施設サービスの整備 

１）施設サービス 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム） 

【現 状】 

常時介護を必要とする要介護者で、居宅では適切な介護を受けられない方を対象に、入

浴・排せつ・食事、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行

う入所施設のサービスです。平成27（2015）年4月から新規入所は原則として要介護３

以上が対象になりました。施設は町内に2ヶ所（169床）ありますが、施設利用の需要は

高く、待機者が多い状況です。 

 

【今後の方針】 

施設利用の需要は高く、待機者が多くいることから、第９期計画において、施設整備を

検討します。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

特別養護老人ホーム  
      

人 141  135  138  138  138  138  

地域密着特別養護老人ホーム        

人 28  28  28  28  28  28  

人数は１月当たりの利用者数 
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②介護老人保健施設 

【現 状】 

入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目

指す施設です。利用者の状態に合わせた施設サービス計画（ケアプラン）に基づき、医学

的管理のもとで、看護、リハビリテーション、入浴・排せつ・食事といった日常生活上の

介護などを併せて受けることができます。施設は町内に１ヶ所（80床）あります。 

 

【今後の方針】 

在宅復帰を目指してサービスを提供し、退所後の関係機関との密接な連携に努めます。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

介護老人保健施設  
      

人 64  69  60  60  60  60  

人数は１月当たりの利用者数 

 

③介護療養型医療施設・介護医療院 

【現 状】 

慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置された医療機

関（施設）です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しい方が入所して、必要な

医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができます。

施設は町内に１ヶ所（88床）あります。 

なお、令和６（2024）年３月末で介護療養型医療施設は完全廃止となります。 

 

実績と計画 

項目 単位 実績   計画   

  R3 R4 R5 R6 R7 R8 

介護療養型医療施設  
      

人 34  7  6  － － － 

介護医療院  
      

人 6  39  40  40  40  40  

人数は１月当たりの利用者数 

 

【参考】：町内におけるサービス付き高齢者向け住宅の整備状況 

施設サービスを補完する高齢者向けの住宅として、町内には、住宅型有料老人ホームは

ありませんが、自立または介護度の低い高齢者を対象とするサービス付き高齢者向け住

宅（サ高住）が1施設（40戸）あります。  



第２部 各論 

76 

（３）市町村特別給付 

市町村特別給付は、本町独自のサービスで、第１号被保険者の保険料で賄われています。 

１）紙おむつ購入費の助成 

平成30（2018）年4月から在宅で紙おむつを常時使用している要介護認定者に、紙お

むつ購入費の費用の一部を助成しています。（※介護保険料を滞納している方がいる世帯

の人、生活保護受給者は除きます。） 

 

自己負担の額は、介護保険負担割合証の割合によります。 

 

要介護度 支給対象限度額（１ヶ月） 

要介護１・２ 2,000 円 

要介護３以上 5,000 円 

 

○支給対象品目 

大人用紙おむつ （フラット型、テープ型、パンツ型） 

尿取りパッド 

失禁用パッド 

 

○紙おむつ利用実績（各年度末現在） 

 単位 
令和３年度 

（2022） 

令和４年度 

（2023） 

利用人数（のべ） 人 509 531 

助成額 円 4,687,572 4,940,168 
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第２節 地域支援事業の推進 

高齢者が、いつまでも健康で介護が必要にならないよう予防するとともに、介護が必要

な状態等になった場合でも、重度化することを予防することで、できる限り住み慣れた地

域の中で、いきいきと暮らしていくことを支援するために、地域支援事業を推進していき

ます。 

地域支援事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」

に大別されます。「介護予防・日常生活支援総合事業」は、制度改正により本町では平成

28（2016）年4月から移行となり、65歳以上の高齢者を対象とした本町が独自で行う

介護予防事業です。「包括的支援事業」は、地域包括支援センターを中心に、介護予防ケ

アマネジメントを包括的・継続的に行い、地域の中で認知症高齢者の対策や高齢者虐待防

止等の様々な支援ができるように体制づくりを行っていく事業です。 

  
介護予防・日常生活支援総合事業（要支援 1～２、それ以外の方） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 

  ・訪問型サービス 

  ・通所型サービス 

  ・生活支援サービス 

  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

任意事業 

○ 介護給付費適正化事業 

○ 家族介護支援事業 

○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

包括的支援事業 

○ 地域包括支援センターの運営 

（介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護業務、ケアマネジメ

ント支援、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携推進事業 

○ 認知症施策推進事業 

 （認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援体制整備事業 

（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 
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（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防・日常生活支援総合事業は、これまで全国一律の予防給付として提供されてい

た訪問介護（ホームヘルプ）・通所介護（デイサービス）が、市町村が取り組む地域支援

事業に移行され、多様なサービスを提供できるようになりました。本町は、第６期計画期

間中の平成28（2016）年4月より予防給付から総合事業へと順次移行しました。要支援

者、介護予防・生活支援サービス事業対象者（基本チェックリストを用いた簡易な形で要

支援者に相当する状態等と判断された方）を対象とした「介護予防・生活支援サービス事

業」と、すべての高齢者を対象とした「一般介護予防事業」があります。 

１）要支援者の受給率 

令和５（2023）年９月現在の認定者数は事業対象者が148人、要支援者が255人の

合わせて403人となっています。サービスを利用している受給者は175人で、受給率は

43.42％と低い状況になっているため、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予

防事業に繋げ、重度化防止に努めていきます。 

 

○令和 5（2023）年９月現在の受給率 

区分 単位 事業対象者 要支援１ 要支援２ 合計 

認定者数 人 148 112 143 403 

受給者数 人 84 91 175 

受給率 ％ 32.30 63.63 43.42 

※サービスの受給は、現行相当とサービスＡのみ 

 

２）生活支援従事者研修の開催 

本町独自の基準のサービス（サービスＡ）は、専門の介護福祉士や介護職員初任者研修

修了者に加えて、生活支援サポーター（本町が実施する一定の研修を受講した方）がサー

ビスを提供できるようになっており、本町ではこれまで生活支援サポーターの養成に努

めてきましたが、令和２（2020）年度より、生活援助サービス（掃除・洗濯・調理など）

を専門に行う人材を確保するため、生活支援サポーターの養成にかわり、生活援助従事者

研修を開催し、生活援助サービスを支援できるヘルパーの増員を図っています。 

 

○生活援助従事者研修 

指  標 令和 5 年度現在 令和 8年度目標 

生活援助従事者研修人数累計 16 人 28 人 
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（２）包括的支援事業 

１）地域包括支援センターの機能・運営の強化（重点施策） 

①地域包括支援センターの体制 

地域包括支援センターは、平成29（2017）年４月から日常生活圏域ごとの２ヶ所に

設置しています。町民が身近なところで安心して相談できる総合相談体制の充実や、地域

包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉・地域のネットワークの活性化を図

ります。 

 

②地域包括支援センターの機能の強化 

地域包括支援センターは、地域内の総合的、重層的なサービスネットワークを構築する

ことや総合相談支援・権利擁護としての高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪

問により実態を把握し、必要なサービスに繋げていきます。 

また、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援するとと

もに、介護予防事業、新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるように、適切なマ

ネジメントと機能の強化を図ります。 

 

③地域包括支援センター運営の強化 

多様化する地域ニーズの把握や地域包括ケアの実現に向けたネットワークづくりなど

センターの業務の円滑かつ効率的な推進を確保するため、町との役割や業務指針等の再

生を行い、明確化を図ります。また、地域包括支援センター運営協議会の機能を積極的に

活用し、センターの運営や必要な支援を検討します。 
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２）地域ケア会議の充実 

高齢者や障がい児者の支援体制を強化するため、地域包括支援センターを中核として

居宅介護支援事業所、社会福祉協議会、医療機関、本町等による地域ケア会議を設置して

おり、個々の機関では対応が困難、または多種の機関が関わることで有効な支援に結びつ

くような事例等について協議し、高齢者等の課題解決に向けた総合的な情報の共有、支援

の調整等を行っております。 

今後も関係機関の連携を推進するとともに、必要に応じて各種サービス提供者を加え

る等機能強化を図りながら総合的な支援強化を進めます。 

さらに、現在の会議体制の上部組織である「地域ケア推進会議」から、地域ケア会議で

の課題等を踏まえた町への提言発信を行います。 

また、各地域包括支援センターにおいて圏域内を区分けし、より地域に密着した形で

「圏域地域ケア会議」を開催し、民生委員や警察等と一緒に地域の身近な課題の発見や把

握、情報共有に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

地域ケア会議 12 回 12 回 

圏域地域ケア会議 
西地域 6 回 6 回 

東地域 6 回 6 回 

 

 

  

地域ケア推進会議 

地域ケア会議 

圏域地域ケア会議 
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３）在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を続けることができるように、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的か

つ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要とされています。 

このため、在宅療養者の生活の場において、医療と介護の連携した対応が求められる場

面（日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取り）の取組が必要であり、地域の

医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制の構築を推進します。 

また、医療機関から地域への切れ目のない支援体制を構築できるように、在宅療養に係

る入退院支援の手順を基に、医療機関と介護サービス事業所等の連携体制を構築してい

きます。 

 

①在宅医療・介護連携に関する相談支援体制の整備 

平成30（2018）年度から地域包括支援センターに在宅医療・介護連携を支援する相

談窓口を設置しています。また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係

者の連携の調整や、患者、利用者または家族の要望を踏まえた、地域の医療機関等・介護

事業者相互の紹介を行います。 

 

指  標 令和 4年度実績 

地域包括支援センターでの相談支援 38 件 

 

②多職種連携会議の充実 

地域の医療・介護関係者等が参画する多職種連携会議を開催し、在宅医療・介護が一体

的に提供される体制の構築に向けて必要となる具体的取組を企画・立案します。また、地

域ケア会議の上部組織となる「地域ケア推進会議」を多職種連携会議と併せて年１回実施

します。 

 

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

多職種連携会議の開催 
会議 4 回 4 回 

講演会 1 回 1 回 

 

③人生会議（ＡＣＰ）の普及啓発 

令和５（2023）年度から終末期（人生の最終段階）を迎えるために、元気なときから

人生の最期の時間をどこで過ごし、どのような医療を受けたいか意識して考えるきっか

けとして、高根沢版エンディングノート「わたしのことノート」を作成、配布しています。 

講習や講話を通じ、普及啓発に努めます。 
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４）認知症施策の推進（重点施策） 

今後、急速な高齢化とともに認知症高齢者も増加し、令和７（2025）年には約700万

人、高齢者の約５人に１人が認知症となることが予測されています。 

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、認知症の容態の変化

に応じすべての期間を通じて必要な医療・介護等が有機的に連携したネットワークを形

成し、認知症の方への支援を効果的に行うことが重要です。 

本町においては、認知症施策推進大綱を踏まえて、認知症地域支援推進員が中心となり

認知症施策を推進します。 

 

①認知症サポーター養成講座・認知症サポーターステップアップ講座の開催 

認知症高齢者が増加する中で、介護する家族等の負担は大きく、地域ぐるみで見守ると

いう体制づくりが必要です。そのために認知症についての正しい知識を広く啓発する「認

知症サポーター養成講座」を開催しています。 

令和３（2021）年度からは、実際に認知症の人や家族を支えるサポーターを育成する

「認知症サポーターステップアップ講座」（認知症サポーター上級者育成講座）を実施し

ています。 

 

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

認知症サポーター養成講座の開催 4 回 10 回 

認知症サポーターステップアップ講座の開

催 
1 回 2 回 

 

②キャラバン・メイトの活動充実 

認知症サポーター養成講座を推進するために、講師役であるキャラバン・メイトの活動

の充実を図ります。地域住民・団体・学校等で認知症サポーター養成講座が実施できるよ

うな体制づくりを推進します。 

 

③認知症初期集中支援チームの設置 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮

らし続けられるように、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チー

ム」を地域包括支援センターに設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を進めてい

ます。 

「認知症初期集中支援チーム」では、複数の専門職により認知症が疑われる方、認知症

の方とその家族を訪問し、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に

行い、自立生活をサポートしていきます。 
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指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

認知症初期集中支援チームによる 

サポート回数（のべ） 
40 回 60 回 

 

④もの忘れ相談センターの設置 

町内の認知症グループホーム（３ヶ所）内に「もの忘れ相談センター」を設置していま

す。在宅で生活する認知症の方が安心して生活できるようにサポートします。 

 

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

もの忘れ相談センターの相談件数

（のべ） 
17 件 60 件 

 

⑤オレンジカフェの開催 

認知症の方やその家族、地域住民など誰もが参加できる「オレンジカフェ」を開催して

います。認知症の悩みを抱え込まないように、気軽に相談などができる憩いの場を地域に

広げていきます。 

 

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

オレンジカフェの開催回数（のべ） 12 回 30 回 

 

⑥チームオレンジの立ち上げ 

地域で暮らす認知症の方や家族の困りごとの支援ニーズと認知症サポーターなどを結

びつけるため、「チームオレンジ」を立ち上げ、早期からの支援などを行います。 

 

⑦地域の見守りネットワークの構築 

認知症高齢者やその家族が安心して暮らすことができるように、認知症への対応（予

防・早期発見・ケア等）ができる地域の社会資源を活用し、地域で支える見守りネットワ

ークの構築を推進します。 

 

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

地域見守りネットワーク体制整備 

事業者数 
16 件 18 件 

 

⑧徘徊高齢者等位置探索端末器貸与 

在宅の徘徊高齢者の介護者に、位置探索端末器を貸与することで、徘徊高齢者の早期発

見と事故を防止し、介護者が安心して在宅で介護できるように支援します。 
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５）生活支援サービスの体制整備（重点施策） 

元気な高齢者をはじめ、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、NPO、社会

福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、シルバー人材センターなど

の多様な主体による様々なサービスの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合

いの体制づくりを推進していきます。 

 

①生活支援協議体の設置 

平成27（2015）年３月に第１層（町全域）の協議体として高根沢町生活支援協議会

を設置し、多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進してい

ます。 

平成30（2018）年度からは、日常生活圏域（中学校区域）に第２層協議体を設置し

ており、地域の実情を踏まえ、地域ごとの創意工夫により、地域における足りないサービ

スを創出していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 

平成27（2015）年10月に第１層の生活支援コーディネーターを配置し、主に地域住

民の通いの場（サロン）の立ち上げ支援や地域懇談会による地域課題の問題提起や課題の

抽出を実施してきました。 

平成30（2018）年度からは、地域からの課題を整理し、解決に向けた支援を行って

います。具体的には、地域に不足するサービスの創出やサービスの担い手の養成、元気な

高齢者が担い手として活動する場の確保などを実施しています。また、第２層コーディネ

ーターを配置し、地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマッチングしていきま

す。 

 

  

高根沢町生活支援協議会 

第２層協議体 

第１層：町全域 

第２層：中学校区域

北高根沢中学校区域：北高くらし支え合い協議体 

阿久津中学校区域：つながる絆あくつ協議体 
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（３）任意事業 

１）介護給付適正化事業 

本町では、第８期計画期間中、国が定める介護給付適正化主要５事業（「要介護認定の

適正化」「ケアプラン点検」「住宅改修等の点検」「医療情報との突合・縦覧点検」「介

護給付費通知」）に取り組むとしていました。 

給付適正化の取組を推進する観点から、介護給付適正化主要５事業について、保険者の

事務負担の軽減を図りつつ効果的・効率的に事業を実施するため、新たな取組を含めた事

業の重点化・内容の充実・見える化を行うことが重要であるとされています。 

第９期計画期間では、国の方針に従い、費用対効果を見込みづらい「介護給付費通知」

を任意事業として位置づけ主要事業から除外するとともに、実施の効率化を図るため「住

宅改修等の点検」を「ケアプラン点検」に統合し、これに「要介護認定の適正化」「医療

情報との突合・縦覧点検」を合わせた３事業を給付適正化主要事業と位置づけ、取り組ん

でいきます。 

 

①要介護認定の適正化 

【事業内容・実施方法】 

一次判定から二次判定の軽重度変更率の地域差及び保険者内の合議体間の差等につい

て分析を実施します。また、認定調査項目別の選択状況について、全国の保険者と比較し

た分析等を行います。 

 

【目標】 

適切に認定調査が行われるよう実態を把握し、要介護認定調査の平準化を図ります。 

 

②ケアプランの点検 

○ケアプランの点検 

【事業内容・実施方法】 

介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容

について、本町職員等の第三者が訪問調査を行い、点検及び支援を実施します。 

また、適正化システムを活用し、地域の個々の介護支援専門員のケアプラン作成傾向を

分析し、受給者の自立支援に資する適切なプランになっているか確認します。 

 

【目標】 

「自立支援に資するケアマネジメント」の実践に向けた取組を目指し、サービスを必要

とする方に必要なサービスが提供されるように取り組みます。 
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○住宅改修の点検 

【事業内容・実施方法】 

住宅改修工事を施行する前に、受給者宅の実態確認または工事見積書の点検を行うと

ともに、施工後に訪問または竣工写真等により、住宅改修の施工状況等を点検します。 

特に改修費が高額と考えられるものや、提出書類や写真からは現状がわかりにくいケ

ースについては、訪問調査を実施します。 

 

【目標】 

受給者の状態にそぐわない不適切または不要な住宅改修を排除し、受給者の身体の状

態に応じた必要な住宅改修の利用を進めます。 

 

○福祉用具購入・貸与調査 

【事業内容・実施方法】 

適正化システムを積極的に活用し、各福祉用具の貸与品目の単位数を把握し、同一商品

で利用者ごとに単位数が大きく異なるケース等については、福祉用具利用者等に対し訪

問調査等を行って、福祉用具の必要性や利用状況等について点検します。 

また、軽度者への福祉用具貸与については、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に

関する確認書の提出を求め、必要に応じて訪問調査を実施します。 

 

【目標】 

受給者の状態にそぐわない不適切または不要な福祉用具購入・貸与を排除し、受給者の

身体の状態に応じた必要な福祉用具の利用を進めます。 

 

③医療情報との突合・縦覧点検 

○医療情報との突合 

【事業内容・実施方法】 

住民課国民健康保険・後期高齢者医療担当と連携を図りながら、毎月、国民健康保険団

体連合会（以下「国保連合会」という。）から送付される「医療給付情報突合リスト」に

より国民健康保険や後期高齢者医療の入院情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日

数や提供されたサービスの整合性の点検を行います。 

 

【目標】 

医療と介護の重複請求の排除等を図ります。 
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○縦覧点検 

【事業内容・実施方法】 

毎月、国保連合会から送付される各種縦覧点検チェック一覧表をチェックし、提供され

たサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を実施します。 

 

【目標】 

請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処理を実施します。 

２）家族介護支援事業 

①介護教室 

要介護者の状態の維持・改善を目的とした、適切な介護知識・技術の習得や、外部サー

ビスの適切な利用方法の習得等を内容とした介護教室や介護する家族の身体的・精神的

負担の軽減を目的とした介護者交流会等を地域包括支援センターや介護事業所等で推進

できるよう支援していきます。 

 

○令和 4（2022）年度実績 

 教室名 回/年 

東地域包括支援センター らくらく介護教室 3 回 

西地域包括支援センター ゆったり介護教室 6 回 

 

②在宅高齢者家族介護支援金（新規） 

要介護４・５の認定を受けた在宅高齢者を同居等で介護している介護者に対し、支援金

を支給し経済的負担の軽減を図ります。 
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３）成年後見制度利用支援事業 

身寄りのない認知症高齢者などの「福祉を図るために特に必要があると認めるとき」に

は、親族に変わって町長が法定後見開始の申立てをすることができます。これにより身寄

りのいない認知症高齢者などが、介護施設への入退所や預貯金・不動産などの財産管理等

ができないという事態を防ぐことができます。 

また、低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立てに要する経費や成年後見人等の報

酬の助成も行います。 

さらに、令和５（2023）年７月に本町が直接運営する「高根沢町成年後見制度利用促

進に係る中核機関」を設置しました。 

地域における成年後見制度の相談窓口として、援助の必要な方を発見し、適切な支援に

つなげる「地域連携ネットワーク」づくりを進めていきます。 

４）認知症グループホームの家賃等助成事業（新規） 

認知症グループホームの家賃等費用負担が困難な低所得者の経済的負担を軽減するた

め、利用者負担の軽減を行っている事業所を対象に、介護給付制度の段階に応じ、助成を

行います。 
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第３節 高齢者にやさしいまちづくりの推進 

（１）緊急通報装置貸与事業 

【現 状】 

１人暮らしの高齢者及び重度身体障がい者等を対象に、急病や災害の時に、非常ボタン

を押すだけで警備会社に通報される装置を貸与しています。また、火災センサーも併せて

取り付けられます。 

 

【今後の方針】 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査からも、高齢者の約6割が日中１人になることがあ

るという結果になっており、緊急時の対応の必要性が高くなっています。 

装置の設置により緊急事態にも24時間体制で対応できるため、生活の安全が確保され

ます。社会福祉協議会や民生委員、その他関係機関からの情報を得ながら、必要とされる

世帯の把握に努め、必要と判断される世帯に貸与を行います。 

 

指  標 令和 5年９月現在 令和 8年度目標 

緊急通報装置貸与件数／年 170 件 200 件 

 

（２）外出支援サービス 

【現 状】 

デマンド交通システムが運行を開始し、交通弱者の足として定着してきています。また

福祉有償運送事業により、移動困難者への支援が行われています。 

 

【今後の方針】 

現在運行されているデマンド交通システム、福祉有償運送については、利用者の動向や

サービス提供の充実に向けて情報収集を継続します。さらに、新しい移動支援サービス

（訪問型サービスD等）について検討し、サービス利用者の生活支援の充実を図っていき

ます。 

 

  

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

デマンド交通利用者数（のべ）※1 41,842 人 47,000 人 

福祉有償運送利用者数（のべ）※2 219 人 270 人 

※1 令和２（2020）年度より町内在住の 80歳以上高齢者については無料 

※2 令和２（2020）年度より町内在住の利用者につき、１日 1,000 円の補助制度あり 



第２部 各論 

90 

（３）みまもり収集 

【現 状】 

家庭ごみを、ごみステーションまで持ち出すことが困難な１人暮らしの高齢者や障が

い者等を対象に戸別に訪問し、家庭ごみを収集することでごみ出しの負担を軽減してい

ます。 

 

【今後の方針】 

みまもり収集の対象者には該当しないが、ゴミ出しが困難な高齢者世帯等についても、

住民主体による新しい訪問型サービス（サービスB）の提供体制を整備し、生活支援の充

実を図っていきます。 

 

 

（４）高齢者配食サービス 

【現 状】 

在宅の要介護高齢者等に対し、栄養のバランスのとれた食事を提供することで、低栄養

の予防を図るとともに、その安否の確認も合わせて行うことで、高齢者が健康で安心した

生活を送ることができるように支援しています。 

 

【今後の方針】 

高齢者の低栄養予防と見守りを支援しつつ、家族等の介護負担を軽減する支援の体制

を図ります。 

 

 

  

指  標 令和 5年９月現在 令和 8年度目標 

みまもり収集利用世帯 78 世帯 90 世帯 

指  標 令和４年度実績 令和 8年度目標 

利用者数（のべ） 938 人 1,100 人 

配食数 8,145 食 9,600 食 
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（５）高齢社会に対応する居住環境整備 

【現 状】 

本町全体の持ち家率は60.1％と県と比較して低い水準（県全体68.3％）ですが、高齢

者が世帯主の持ち家率は91.9％と県と比較して高い水準（県全体88.0％）で、居住環境

は比較的整っている状況です。 

 

【今後の方針】 

高齢者が、介護や支援が必要な状態になっても在宅での生活を継続できるよう、居宅サ

ービスを充実させるとともに、住宅改修の支援をし、住宅のバリアフリー化を進めます。 

１人暮らしや高齢者夫婦世帯の増加など家族の介護力が低下する状況にあり、サービ

ス付き高齢者向け住宅の整備についても、『高根沢町定住人口増加プロジェクト』計画を

念頭に、近隣市町の整備状況や利用者ニーズの把握等を進めながら検討していきます。 

また、空き家バンクシステムも始まり、空き家を売りたい・貸したい人（所有者）と、

空き家を買いたい・借りたい人（利用者）が、それぞれ「空き家バンクシステム」に登録

することにより、空き家を有効活用することもできます。 

（６）避難行動要支援者対策の強化 

【現 状】 

高齢化が進展し、認知症高齢者や１人暮らし高齢者が増加する中で、できる限り住み慣

れた地域で生活が継続できるように、支援の充実が必要です。 

 

【今後の方針】 

平成23（2011）年度に、１人暮らし高齢者や高齢者世帯、または障がい者等、災害

時等の緊急支援に備えるため「避難行動要支援者名簿登録」システムが整備されました。 

今後はこの活用により、災害時に限らず地域での見守り体制の強化を図ります。 

 

指  標 令和 5年７月現在 

避難行動要支援者名簿登録者数 531 人 
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（７）高齢者虐待防止のための支援 

【現 状】 

高齢者虐待は、高齢者本人や加害者にもその意識が無く、意識があっても他人に知られ

まいとするため発見が難しく、また、家族が加害者である場合が多いことから実態を調査

するのが困難で、支援に結びつけにくい状況にあります。 

 

【今後の方針】 

高齢者虐待が起こる背景には様々な要因がありますが、介護、特に認知症介護の負担が

大きくかかわっていると考えられます。 

「地域ケア会議」をはじめとした医療機関を含めた関係機関の連携を密にし、様々な機

会を通じた早期の発見と支援に努めるとともに、虐待を防止するために地域全体で見守

り、支援していく体制整備のための啓発を進めます。 

（８）老人ホームへの入所措置等の支援 

１）養護老人ホーム 

【現 状】 

概ね65歳以上の高齢者で、身体上、精神上、環境上の理由及び経済的理由により、居

宅において生活することが困難な方については、養護老人ホームへの入所の措置を行っ

ています。 

 

【今後の方針】 

家族等からの虐待や放置、身寄りもなく劣悪な環境での生活を続けている等、生命の危

機にさらされている高齢者を養護老人ホームに入所措置することで、救うことができま

す。入所措置にあたっては、入所判定委員会に諮り、妥当性を見極めて行います。 

 

入所措置の基準 

次のいずれにも該当する場合 

(１)環境上の事情（すべて該当） 

・健康状態：入院治療を要する状態でないこと 

・環境の状況：家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下で、在宅において生活すること

が困難であると認められること 

(２)経済的な事情（いずれかに該当） 

・入所しようとする高齢者の世帯が、生活保護法による保護を受けていること 

・入所しようとする高齢者がその生計を維持する者に町民税の所得割が課税されていないこと 
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２）特別養護老人ホーム 

【現 状】 

概ね65歳以上の高齢者で、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福

祉施設（特別養護老人ホーム）に入所することが著しく困難であると認められるときには、

特別養護老人ホームへの入所の措置を行っています。やむを得ない事由としては、要介護

認定の「申請」を期待できないことや事業者と「契約」をして介護サービスを利用するこ

とが望めない場合になります。 

 

【今後の方針】 

特に認知症など家族の介護負担が重く高齢者虐待を伴うような場合には、早急に家族

と高齢者を分離するために、特別養護老人ホームへの入所措置を実施します。また、地域

ケア会議や地域包括支援センター等の関係機関と連携しながら高齢者虐待等の早期発見

に努めていきます。 

３）居宅における介護等の措置 

【現 状】 

65歳以上の高齢者で、身体上または精神上の障がいがあるために日常生活を営むのに

支障がある方等が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、

短期入所生活介護または認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難と認め

るときには、必要に応じた措置により介護サービスに繋げています。 

 

【今後の方針】 

地域ケア会議の活用や地域包括支援センター等の関係機関との連携を密にし、介護サ

ービスを必要とする方に、必要な介護サービスを繋げていきます。 
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第４節 地域包括ケアシステムの充実 

（１）地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくり 

相談を受けた窓口や機関が個別に対応するのではなく、町内の関係機関が連携し、横断

的な対応を図りながら解決するためには、日々の情報共有、支援の調整等を行う場が必要

となります。また、多種の機関が関わることで有効な支援に結びつくような事例等につい

て、関係者が集まり協議を行うことも有効です。 

本町では、地域包括支援センターを中核として居宅介護支援事業所、社会福祉協議会、

医療機関、町等による地域ケア会議を設置して、町内の関係機関との連携による支援の強

化に取り組んできました。 

今後、高齢者介護に限らず、様々な要因が複合的に関係し、分野を超えて取り組まなけ

ればならない地域生活課題の解決にも対応できる支援サービスの充実を図るため、地域

の身近な課題の発見や把握、情報共有を諮る圏域地域ケア会議と、地域ケア会議での課題

等を踏まえた町への提言発信を行う「地域ケア推進会議」において、住民の相談に応じ、

必要な支援を関係機関と連絡調整等をとりながら包括的に実施するケアシステムの構築

を目指します。 

（２）地域包括ケアシステムを支える人材の確保 

地域包括ケアシステムは、多様な主体による様々なサービスの提供体制から成り立っ

ており、それぞれの主体での人材の確保が必要となります。特に本町においては、生活支

援体制の整備が重要になりますので、人材の確保として、生活支援サポーターやボランテ

ィアなどの地域の担い手に加え、生活援助従事者研修を開催し、サービス提供の質の維

持・向上を図るとともに、事業者に対しては、生活援助従事者研修修了生、生活支援サポ

ーターやボランティアが活躍できる場の提供を促していきます。 

本町では、このように地域住民が主体となった生活支援の充実を図るために、生活支援

コーディネーターを中心に、「生活支援協議体」のネットワークを生かしながら、地域の

互助を高め、住民主体のサービスが活性化されるように、地域全体で高齢者の生活を支え

る体制づくりを推進していきます。 

また、介護専門人材の確保については、本町は、栃木県介護人材確保対策事業と連携し

ながら、介護未経験の中高年齢者への入門的研修や、小中学生の介護職体験や職業指導等

を通じた将来の介護参入のきっかけづくりの取組を進め、継続的に必要な人材が確保さ

れるように努めます。 
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出典：栃木県「令和５（2023）年度栃木県介護人材確保対策事業の概要」 

（３）関係機関との連携 

１）在宅福祉ネットとの連携 

平成22（2010）年度に、本町の高齢者や障がい者サービスの事業所、町社会福祉協

議会などで組織する「高根沢町在宅福祉ネット」が設立されました。 

これは、在宅福祉が個々の団体や事業所だけでは対応するのが困難な時代に突入しつ

つある現在、「本町福祉の向上には地域の社会資源が有機的に結ばれ、包括的なサービス

を行う体制を整えることが必要」との考えから、関係事業所が自主的に立ち上げたもので

す。 

本町は、在宅福祉ネットとの連携を図りながら、地域ケア体制の充実を図っていきます。 

２）警察等との連携 

地域包括支援センターごとの圏域地域ケア会議を小学校区ごとに開催し、民生委員や

警察等と一緒に地域の身近な課題の発見や把握、情報共有に努めていきます。 
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第５節 災害や感染症対策に係る体制整備 

自然災害や感染症等の被害を最小限に抑え、素早い事業再開を目指すことができるよ

う、令和３（2021）年度介護報酬改定で介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）の策定が義務化され、令和６（2024）年３月末で３年間の経過措置期間が終了しま

す。令和６（2024）年４月からは策定状況を把握し、未策定の事業所への指導が必要と

なります。 

（１）災害に対する備え 

日頃から介護事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、介護事業所等におけ

るリスクや、食料、飲料水、生活必需品、燃料、その他の物資の備蓄・調達状況の確認を

行うことが重要です。 

このため、本町では、介護事業所等で策定している災害に関する具体的計画を定期的に

確認するとともに、災害の種類別に避難に要する時間や避難経路等の確認を促す等の体

制整備を進めています。 

特に建築物の耐震性を確認し、耐震性が不足している場合は耐震改修を行うように促

します。また、事業所が大雨降雨時や河川の氾濫時に浸水するかどうかを高根沢町洪水ハ

ザードマップで確認し、浸水する可能性がある場合は、浸水時の対策準備を行うこと、さ

らに大規模停電による電力供給の途絶、上水道被災時の水道供給の途絶の対策準備を行

うことを促します。 

（２）感染症に対する備え 

日頃から介護事業所等と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生

時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替サービスの確保に向けた連携体制

の構築等を行うことが重要です。 

このため、本町では、介護事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するため

の備えが講じられているかを定期的に確認するとともに、介護事業所等の職員が感染症

に対する理解や知見を有したうえで業務に当たることができるように、感染症に対する

研修の充実等の体制整備を進めていきます。 

また、感染症発生時も含めた県や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制の準備に

ついても検討していきます。 

さらに、介護事業所等における適切な感染防護具、消毒液、その他の感染症対策に必要

な物資の備蓄・調達・輸送体制の整備についても検討していきます。 
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【基本目標②】健康づくり・介護予防 

第１節 健康づくりの推進 

生活習慣病が、高齢期における要介護状態となる最大の要因となっていることから、中

年期（40歳から64歳）から生活習慣病の改善を行うことで、元気な高年期を迎えること

を目指し、高齢期における介護予防事業に一貫性・継続性を有しながら繋げていくことを

念頭に置き、健康づくりを推進していきます。 

また、75歳以上の高齢者については、フレイル（虚弱）予防のための栄養指導に取り

組んでいきます。 

（１）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

団塊ジュニアが高齢者となる令和22（2040）年までに健康寿命の延伸することを目

的とした取組の一つとして、令和２（2020）年度から市区町村による医療・介護・健診

情報を一元管理するデータベースシステム（ＫＤＢシステム）を活用し、地域の健康課題

を分析したうえで、通いの場等を主とした介護予防・日常生活支援総合事業と国民健康保

険の保健事業の一体的実施をしています。 

本町の後期高齢者の健康診査受診率は、県内において低い割合となっており、より一層

健康診査の受診勧奨を行うとともに、健診も医療も受診していない、または、医療中断な

どのため健康状態を把握できない人の状態を把握し、必要な場合は、適切な医療・介護サ

ービスにつなぐなど、健康支援をしていきます。 

（２）生活習慣病の発症予防・重症化予防 

後期高齢者医療広域連合と連携し、健康診査の結果、生活習慣病が重症化するリスクが

高いにもかかわらず、医療機関未受診である方に対し、人工透析への移行その他生活習慣

病の重症化を予防するため、受診勧奨、保健指導等を実施し、生活の質の維持及び向上を

図ります。 

（３）フレイルの早期発見・早期対応 

フレイルに関する知識の普及を図り、早期に対応できるよう医療、介護、保健、福祉の

連携を充実させます。 

また、地域のサロン（通いの場）等に出向いて実施する出前講座においてフレイルにつ

いて積極的に啓発します。 
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第２節 生活支援・介護予防の推進（重点施策） 

高齢者の多くは要介護状態や要支援状態に至っておらず、また要支援者等軽度の高齢

者についても、掃除や買い物などの手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）の低下に対応した日

常生活上の困りごとや移動に対する支援などによって自立した生活が継続できます。 

元気な高齢者をはじめ、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、ＮＰＯ、社会

福祉法人、社会福祉協議会、シルバー人材センターなどの多様な主体による多様なサービ

スの提供体制を構築し、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりを推進していきま

す。 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業（再掲） 

１）介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業） 

①訪問型サービス 

【現 状】 

訪問型サービス現行相当は、介護予防訪問介護（ホームヘルプ）と同等のサービスで、

訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や、調

理・洗濯・掃除等の生活援助を行うもので、対象者は要支援２です。 

訪問型サービスＡは、町独自の緩和した基準によるサービスで、身体介護を除いた生活

支援を行うものです。サービス提供者は、本町が実施した一定の研修を受講した方（生活

支援サポーター）も生活援助を行うことができ、対象者は、要支援１・事業対象者です。 

 

【今後の方針】 

住民主体の自主活動として行う生活援助等のサービスとして訪問型サービスＢも検討

していきます。 

 

実績と計画 

項目 単位 
実績 実績見込 推計 

Ｒ3 Ｒ4 R5 R6 R7 R8 

訪問型サービス 千円 14,488 15,434 15,830 16,225 16,631 17,047 

件 758 818 867 918 972 1,029 

日 4,480 4,829 4,917 5,005 5,095 5,186 

出典：（実績値）地域支援事業費給付実績 
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②通所型サービス 

【現 状】 

通所型サービス現行相当は、介護予防通所介護（デイサービス）と同等のサービスで、

通所介護事業所へ通い、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機

能訓練を受けるサービスで、対象者は要支援２です。 

通所型サービスＡは、本町独自の緩和した基準によるサービスで、運動・レクリエーシ

ョン等を受ける短時間のミニデイサービスです。サービス提供は、生活支援サポーターも

行うことができ、対象者は、要支援１・事業対象者です。 

 

【今後の方針】 

住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場づくり（通所型サービスＢ）も

検討していきます。 

 

実績と計画 

項目 単位 
実績 実績見込 推計 

Ｒ3 Ｒ4 R5 R6 R7 R8 

通所型サービス 千円 36,143 36,916 35,463 36,172 36,895 37,632 

件 1,394 1,444 1,353 1,380 1,407 1,435 

日 7,793 7,339 7,401 7,549 7,699 7,852 

出典：（実績値）地域支援事業費給付実績 

 

③通所型サービスC 

【現 状】 

通所型サービスＣは、短期集中の予防サービスで、生活機能を改善するための運動器の

機能向上や栄養改善等のプログラムを３ヶ月で実施するサービスです。 

 

【今後の方針】 

引続き高齢者の自立支援・重度化防止を目的としてサービスを提供していきます。 

 

実績と計画 

項目 単位 
実績 実績見込 推計 

Ｒ3 Ｒ4 R5 R6 R7 R8 

通所型サービス

Ｃ 

千円 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

回 3 3 3 3 3 3 

人 43 38 48 60 60 60 
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④生活支援サービス 

○高齢者配食サービス 

在宅の要介護高齢者等に対し、栄養バランスの取れた食事を提供するとともに、見守り

を行うサービスです。 

 

実績と計画 

項目 単位 
実績 実績見込 推計 

Ｒ3 Ｒ4 R5 R6 R7 R8 

配食サービス利

用者数（のべ） 
人 911 938 950 990 1,050 1,100 

 

⑤介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

【現 状】 

介護予防支援と合わせて、地域包括支援センターがケアプランを作成し、サービス事業

者との連絡・調整等を行います。 

 

【今後の方針】 

利用者が自立のための効果的なサービスが利用できるように、サービス計画の作成に

努めます。また、サービス内容については、一般介護予防事業の通いの場（サロン）への

参加等も含めた柔軟なプランとします。 

 

実績と計画 

項目 単位 
実績 実績見込 推計 

Ｒ3 Ｒ4 R5 R6 R7 R8 

介護予防ケアマ

ネジメント 

千円 6,635 6,805 6,281 6,406 6,534 6,664 

件 1,459 1,513 1,398 1,425 1,453 1,482 

出典：（実績値）地域支援事業費給付実績 
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２）一般介護予防事業 

すべての高齢者を対象に介護予防の普及・啓発や高齢者の健康の保持増進を図ります。

高齢者自ら健康づくり・介護予防に取り組めるように、自主グループの育成や住民運営の

通いの場を充実させ、地域づくりによる介護予防を推進していきます。 

 

①介護予防把握事業 

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要す

る方を把握し、介護予防活動へ繋げていきます。 

 

②介護予防普及啓発事業 

介護予防の基本的な知識を普及啓発するため、パンフレットの作成配布や講座などを

開催し、地域における自主的な介護予防の活動を支援していきます。 

 

③地域介護予防活動支援事業 

介護予防に関する知識向上のための研修会等を実施し、ボランティアが地域で活動で

きるよう支援していきます。また、地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を

行います。 

 

○元気はつらつ運動教室 

いつまでも元気で過ごすことができるように、健康維持・介護予防のために体操や脳ト

レ、健康講話等を実施。 

 

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

元気はつらつ運動教室 

参加人数／年 
1,329 人 2,200 人 

 

○元気あっぷポイント事業 

地域ボランティア活動もしくは地域社会参加活動または健康診査等を行った高齢者に

対し、その実績に応じてポイントを付与し、ポイントを取得した高齢者の申請に基づき、

当該ポイントに応じてポイント交換品等と交換する事業。 

 

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

元気あっぷポイント事業 

参加人数／年 
252 人 350 人 

受入施設数 23ヶ所 30ヶ所 
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○介護予防通いの場づくり事業 

高齢者の介護予防及び自立支援を目的とし、通所による介護予防サービス【体操（身体

機能低下予防）、茶話会（コミュニティ）、介護予防（認知症予防等）、趣味・生きがい

づくりなど】を実施。 

 

指  標 令和 4年度実績 令和 8年度目標 

週３日以上開所の通いの場の数 2ヶ所 3ヶ所 

高齢者の通いの場の参加者数

（のべ） 
2,296 人 3,500 人 

 

④一般介護予防事業評価事業 

事業が適切かつ効率的に実施されたか、プロセス評価を中心として、原則として年度ご

とに事業評価を行う事業です。現在は実施していませんが、地域住民の介護予防に関する

認知度、ボランティア活動への高齢者の参加数などの評価に基づき、一般介護予防事業を

含め、地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業全体の改善を図るために、

実施について検討します。 

 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サー

ビス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進

する事業です。 

現在は、リハビリテーション専門職が地域ケア会議、住民運営の通いの場に関与し総合

的に支援しています。 
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【基本目標③】生きがいづくり 

第１節 高齢者の積極的な社会参加 

（１）シニアクラブの活性化 

【現 状】 

令和５（2023）年度現在、本町では21のクラブが活動しており、会員数は458人で

す。在宅福祉を支える友愛活動やグラウンドゴルフ等のスポーツ活動を中心に活動して

います。 

 

【今後の方針】 

シニアクラブが行う社会奉仕活動、健康増進事業を積極的に支援するとともに、高齢者

が進んで参加できる魅力あるシニアクラブづくりを促進することによって、会員の増加

を目指します。 

 

○友愛活動  ○サークル活動（仲間づくり） 

○スポーツ振興（健康づくり） ○住みよい町づくりを目指すボランティア活動 

 

指  標 令和 5年 4月現在 令和 8年度目標 

シニアクラブ数 21 クラブ 23 クラブ 

シニアクラブ会員数 458 人 500 人 

 

①シニアクラブ等の社会参加活動団体の支援 

高齢者が孤立することなく地域で支え合い、その能力を社会で活かすために、シニアク

ラブ等の社会参加の活動団体を支援します。特に、シニアクラブは、あらゆる地域でレク

リエーションなどの生活を豊かにする楽しい活動と、高齢者の経験や知恵を活かした地

域を豊かにする社会活動に取り組み、豊かな地域社会づくりを進めています。その活動を

支援し、高齢者の生きがいづくり、仲間づくりの場が充実されることを目指します。 

 

②世代間交流の実現 

高齢者が年齢にとらわれず、いきいきと暮らせる社会を築くために、高齢者に対する画

一的なイメージを変えることが大切です。スポーツや文化伝承活動等を通じた高齢者同

士の交流や、世代間での交流を充実させ、子どもの頃から高齢者の知識や経験に接する機

会を充実させるとともに、高齢者自身がより積極的に社会に貢献していくことなども大

切な視点として取り組んでいきます。 
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（２）高齢者の学習機会の提供 

【現 状】 

現在本町では、公民館で高齢者等を対象とした「いきいき教室」を開催しています。ま

た、図書館や生涯学習課等では、一般町民を対象とした様々な教室・講座を設けており、

受講者に占める高齢者の比率は高く、学習への関心が高いことがわかります。 

 

【今後の方針】 

高齢者の幅広い学習意欲に応えるような学習の機会を提供する必要があります。多様

な学習内容を有する｢いきいき教室｣については、より一層の充実を図るとともに、シルバ

ー大学校をはじめとする一般町民を対象とした学習の機会を幅広く提供することで、世

代間の交流も併せて促進していきます。 

 

※栃木県シルバー大学校 中央校 宇都宮市駒生 3337-1 とちぎ健康の森（℡028-643-3390） 

南校   栃木市神田町 9-40（℡0282-22-5325） 

北校   矢板市矢板54（℡0287-43-9010） 

（３）高齢者の就労促進 

【現 状】 

現在本町では、シルバー人材センターが臨時的、短期的または軽易な業務に係る就業を

希望する高齢者を会員として組織され、就業の機会確保に努めています。 

また、ハローワーク（公共職業安定所）では、高齢者向けの求職情報を提供しており、

専門・技術職及び管理職など、需要についても多様化がみられます。 

 

【今後の方針】 

高齢者の就業ニーズの多様化に対応するため、シルバー人材センターの機能強化を図

るほか、県の「生涯現役応援事業」とリンクできるような仕組みづくりをすすめ、情報の

収集、提供等により新たな就業の開拓を進めます。なお、シルバー人材センターについて

は、平成27（2015）年4月より本町の『みまもり収集事業（ゴミ出しが困難な方の見守

りを兼ねた戸別収集事業）』を委託しています。 

 

指  標 令和 5年４月現在 令和 8年度目標 

シルバー人材センター会員数 130 人 140 人 

※生涯現役応援事業・・・意欲と能力のあるシニア世代の方が、知識と経験を活かし、地域社会の支え

手として、社会貢献活動から就労まで多岐にわたる社会参加活動についての相談にワンストップで対

応します。 
 

高根沢町シルバー人材センター 

高根沢町大字太田750番地 1 

（℡028-676-0099） 

とちぎ生涯現役シニア応援センターぷらっと 

宇都宮市駒生町 3337-1 とちぎ健康の森 2 階 

（℡028-623-1291） 
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第２節 生きがいづくりの推進 

（１）高齢者のスポーツ活動の振興 

【現 状】 

高齢者の健康増進の一つとして、スポーツ活動に高い関心が寄せられています。 

 

【今後の方針】 

高齢者が自らの健康や体力に応じて、安心して親しめるスポーツや生涯にわたって継

続的に実践できるスポーツの振興を図っていきます。 

（２）拠点（居場所）の整備 

【現 状】 

１人暮らしや虚弱高齢者の閉じこもりを防ぎ、より幅広い層の高齢者が生きがいのあ

る活動ができるように、気軽に集まれる拠点（居場所）の整備を進めています。 

現在16ヶ所（太田・上高根沢・東高谷・宝石台・西町・中区・中台・桑窪・柏崎・西

根・金井・文挾・伏久・南区・花岡・仁井田）で居場所を開所しています。また、平成29

（2017）年2月からは介護予防・日常生活支援総合事業による居場所（通いの場）が整

備され、現在2ヶ所開所しています。 

 

【今後の方針】 

地域資源の活用や他の活動との組み合わせ等様々な工夫により、地域のコミュニティ

づくりに資する「地域の居場所」の増設を支援しながら、介護予防を取り入れた「新しい

総合事業による居場所」の拡大と定着を図ります。 

 

指  標 令和 5年４月現在 令和 8年度目標 

地域の居場所数（自主的な交流の場） 16 ヶ所 20 ヶ所 

地域の居場所の会員数 385 人 500 人 

総合事業による居場所数（介護予防事業） 2 ヶ所 3 ヶ所 
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第２章 高齢者福祉を担う各主体の役割 

地域包括ケアシステムは第８期から第９期にかけて深化させ、推進していきます。新し

い介護予防・日常生活支援総合事業がはじまり、軽度者向けの予防活動の多くは、それぞ

れの方の日常生活の中で生活支援や介護予防の機能が発揮されるようになり、「介護予防」

と「生活支援」が一体となりました。複雑な福祉的課題を抱えた高齢者世帯数の増大が予

測され、身体的な自立だけでなく社会的孤立も含めた生活課題を抱える人々への対応と

して、「保健・福祉」専門職（葉）の役割は、より重要になると考えられます。「本人の

選択」が最も重視され、それに対して本人・家族がどのように心構えをもつかが、地域生

活の継続の基礎であることが改めて示されました。 

令和７（2025）年に向け、地域包括ケアシステムの完成を目指して、本町は取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28年３月 地域包括ケア研究会報告書より 

 

上記を踏まえて、本町での高齢者福祉を担う主体のそれぞれの役割を、まとめました。

･ケアハウス 
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第１節 家族の役割 

高齢者を取り巻く環境を考えた場合、最も小さな単位は家族や家庭となっています。し

かし、１人暮らし高齢者や認知症高齢者が増え続ける現状において、家族が担い手として

期待される役割は、十分に機能しづらい状況となっています。 

一方、要介護状態になっても、できる限り住み慣れた自宅で生活したいということが多

くの高齢者の願いでもあります。 

これらのことから、介護保険制度の適切な利用や地域包括支援センターをはじめとす

る相談支援体制の活用により、家族介護を担う介護者、家族の負担の軽減を図りながら、

高齢者を支える機能の継続を図ることが求められています。 

 

第２節 町民の役割 

町民は、自らの健康づくりや心身の能力の維持向上は、自らが主体的に取り組むべき重

要課題であることを深く理解するとともに、高齢化が進展する現代においては、元気な高

齢者には地域社会を支える役割を担う必要があることを認識することが大切です。 

また、「支え手」「受け手」という関係を超えて、「我が事」として主体的な支え合い

を育み、町内の様々な資源を「丸ごと」活かしながら、暮らしに安心感と生きがい、豊か

さを生み出す社会の一員として、介護サービス等の質を向上させる役割も期待されてい

ます。 

 

＜2040年に向けた「行政」と「地域・住民」の関係＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三菱ＵＦＪリサ－チ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞－2040 年に向けた挑戦－」 

（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成 28 年度厚生労

働省老人保健健康増進等事業、2017 年  
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第３節 地域の役割 

私たちが地域で暮らしていくうえで、介護や様々な事で悩みを抱えてしまい、不安を感

じることがあります。 

高齢者世帯の増加とともに、自治会加入率の低下、地域行事の減少などが起きており、

従来に増して、地域での支え合う『近助（近所）』を継承していくことが求められます。 

安心して地域で暮らし続けるためには、地域福祉の担い手として声を掛け合い、見守り

を行うなど「日常的な近所付き合い」として交流する機会を増やし、また子どもたちとの

世代間交流地域の機会に参加し、地域をあげた子育て支援に参加を促すなど、一人ひとり

が「我が事」として福祉に関する関心や認識をもった住民による地域づくりと活動の維持

が求められます。 

※『近助』とは助け合う「ご近所とのおつきあい」の意味。 

 

第４節 各種団体の役割 

住民は、高齢者福祉や介護保険活動の主な担い手として、自分たちが暮らし、働く地域

を見つめ直し、個々の住民同士の助けあいや町内会、民生委員児童委員協議会、子ども会、

シニアクラブ、医師会などの地域組織の活動を通じて、自分たちでできることは何かを見

極め、積極的に取り組むことが期待されています。また、高齢者や障がい者など、今まで

は福祉の対象と思われることの多かった人たちも、それぞれの立場や条件を活かし、高齢

者福祉や介護保険活動に関わっていくことが大切なこととなってきています。 

さらに一歩進んで、各地域組織相互が連携することで、地域全体で「丸ごと」支える体

制づくりが求められます。 

 

第５節 企業等の役割 

企業や企業で働く方は、働く地域を見つめ直し、地域との福祉活動の関わりを通じて、

高齢者福祉や介護保険活動への理解を深め、企業としてできることに積極的に参加する

ことが期待されています。 

また、高齢者や障がい者などが自ら自立や社会参加を目指して、それぞれの能力を活か

し働ける場が求められています。今後、高齢者の再雇用が増加する傾向を踏まえ、高齢者

に対する保健の充実が求められていくものと考えられます。 

企業は、地域と福祉の関わりをもって、高齢社会における福祉活動推進の一役を担って

いくことが期待されています。 

さらに、企業で働く方が家族の介護を行いながら継続的に働けるように、企業は、労働

時間の調整や介護休業・介護休暇を取得しやすい職場環境の整備や、多様な働き方の導入

などを進めていくことが求められています。 

  



第２章 高齢者福祉を担う各主体の役割 

109 

第６節 社会福祉協議会の役割 

社会福祉協議会は、地域福祉活動の推進の中核として、本町と連携して本町計画の円滑

な推進を支援し、福祉の向上のため指導的な役割を果たしてきました。 

現在の市区町村の社会福祉協議会には、「誰もがボランティア活動できる地域社会、す

なわち誰も排除しない共生文化を創造すること」を使命とし、地域の「支えあう関係」や

「つながりの再構築」を基盤に、多様な主体が協働して地域の生活課題を解決していくボ

ランティア・市民活動のセンターとして、地域包括ケアシステムの中の役割も求められて

います。 

長年住民主体の地域福祉に関わってきたノウハウを活かし、福祉施策の向上を目指し

て住民と行政とのパイプ役として協働したり、住民の地域福祉活動へのボランティア参

加のまとめ役として牽引することを通じて、住民とともに地域福祉を推進する役割が重

要になっています。 

 

＜2040年に向けて地域包括ケアシステムで取り組むべき予防の方向＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：三菱ＵＦＪリサ－チ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞－2040 年に向けた挑戦－」 

（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成 28 年度厚生労

働省老人保健健康増進等事業、2017 年 
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第７節 行政の役割 

地域包括ケアシステムや地域共生社会の実現のためには、住民や地域、行政、医療、介

護事業者、研究機関等あらゆる関係機関が主体的に参加し、連携していくネットワークの

構築が重要であり、地域の中で最適なケアシステムを構築することについて、行政が果た

すべき役割が大きくなってきています。 

制度の改正をはじめとする情報の収集・提供を推進するとともに、様々な機会を通じて

地域住民の個性に応じたきめ細かなニーズを把握し、医療や介護の専門職のほか、高齢者

本人や住民によるボランティアといった自助や互助を担う方たちなどと連携し、その機

能が最大限活かせるように、本町の実情にあわせた制度運営の実現に向けて積極的に取

り組んでいきます。 

また、介護の専門職や家族介護を担う介護者の不安や悩みに答えられる体制の強化や、

医療と介護のより一層の連携、介護給付の適正化等を通じた効果的な地域マネジメント

によって、持続可能な制度運営を実現できるように取り組んでいきます。 
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第３章 介護事業費等の見込み 

第１節 介護給付費・地域支援事業費等の見込み 

（１）介護給付サービスの現状 

１）第１号被保険者の状況 

第１号被保険者は、令和５（2023）年４月1日現在で7,622人であり、後期高齢者の

構成比が増加傾向となっています。 

 

第１号被保険者数の推移 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

第１号被保険者の推移 
人 7,493  7,600  7,622  

％ 100.0  100.0  100.0  

 

前期高齢者 

（65～74 歳） 

人 3,946  3,986  3,866  

％ 52.7  52.4  50.7  

後期高齢者 

（75 歳以上） 

人 3,547  3,614  3,756  

％ 47.3  47.6  49.3  

資料：住民基本台帳（各年 4 月１日現在） 

２）介護給付の状況 

①認定者数・受給者数の推移 

介護保険の認定率は横ばい傾向となっています。介護保険サービスの受給率は、年々増

加しており、令和５年度では90.3％の方がサービスに繋がっています。また、令和５年

度では、第1号被保険者の13.3％がサービスを受給しています。 

 

受給者数の推移 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

認定者数 人 1,130  1,148  1,136  

認定率 ％ 15.0  15.1  14.8  

受給者数 人 945  1,030  1,026  

受給率 ％ 83.6  89.7  90.3  

第１号被保険者数 人 7,538  7,585  7,686  

第１号被保険者受給率 ％ 12.5  13.6  13.3  

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末日現在） 
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②サービス別受給者の推移 

介護給付のサービス別受給者では居宅サービスの利用者が約６割を占めています。居

宅サービス及び地域密着型サービスは増加傾向、施設サービスは減少傾向となっていま

す。 
 

サービス別受給者の推移 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅サービス 
人 574  612  637  

％ 60.7  59.4  62.1  

地域密着型サービス 
人 128  163  166  

％ 13.5  15.8  16.2  

施設サービス 
人 243  255  223  

％ 25.7  24.8  21.7  

合計 
人 945  1,030  1,026  

％ 100.0  100.0  100.0  

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末日現在） 

 

③総費用額の推移 

居宅サービス及び地域密着型サービスでは増加傾向、施設サービスでは令和４年度ま

で増加、転じて令和５年度は減少となっています。合計では、令和４年度まで増加、転じ

て令和５年度は減少となっています。 
 

総費用額の推移 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅サービス 
千円 57,917  61,226  63,319  

％ 38.5  37.8  40.8  

地域密着型サービス 
千円 22,979  26,724  27,521  

％ 15.3  16.5  17.7  

施設サービス 
千円 69,494  74,187  64,521  

％ 46.2  45.8  41.5  

合計 
千円 150,389  162,136  155,361  

％ 100.0  100.0  100.0  

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末日現在） 

 

④受給者１人当たりの費用額の推移 

居宅サービス及び地域密着型サービスについては、令和３（2021）年度から受給者１

人当たりの費用が減少しています。 
 

受給者１人当たりの費用額の推移 

区分 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅サービス 円／人 100,901  100,042  99,402  

地域密着型サービス 円／人 179,523  163,951  165,789  

施設サービス 円／人 285,984  290,929  289,332  
資料：介護保険事業状況報告（各年９月月報）  
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（２）介護給付サービスの目標事業量の推計 

サービスの給付実績に基づき、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度のサー

ビス給付費は、次のとおり推計されます。 

 

介護給付サービスの実績と目標事業量の推計（単位：千円） 
 実績値 見込値 推計値 

令和３年度 

2021 

令和４年度 

2022 

令和５年度 

2023 

令和６年度 

2024 

令和７年度 

2025 

令和８年度 

2026 

（１）居宅サービス給付費 

訪問介護 76,083  68,447  67,634  68,782  68,869  68,869  

訪問入浴介護 1,843  1,971  1,646  1,092  1,093  1,093  

訪問看護 28,274  35,526  41,458  29,954  29,992  29,992  

訪問リハビリテーション 948  567  0  0  0  0  

居宅療養管理指導 3,329  4,134  6,022  4,598  4,510  4,510  

通所介護 297,216  265,549  252,195  270,507  270,849  270,849  

通所リハビリテーション 26,788  22,725  21,329  23,192  23,221  23,221  

短期入所生活介護 66,991  86,600  104,548  81,049  81,152  81,152  

短期入所療養介護（老健） 0  3,131  0  0  0  0  

短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  0  0  0  

短期入所療養介護（介護医療院） 0  0  0  0  0  0  

福祉用具貸与 52,136  58,522  57,812  52,262  52,262  52,262  

特定福祉用具販売 2,413  2,003  374  1,347  1,347  1,347  

住宅改修費 2,734  2,080  0  994  994  994  

特定施設入居者生活介護 31,905  39,080  48,204  51,243  51,308  51,308  

（２）地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  0  0  0  0  0  

夜間対応型訪問介護 0  0  0  0  0  0  

地域密着型通所介護 40,444  77,199  157,568  94,698  94,818  94,818  

認知症対応型通所介護 18,281  19,654  22,071  19,928  19,953  19,953  

小規模多機能型居宅介護 34,167  32,036  44,805  33,863  33,906  33,906  

認知症対応型共同生活介護 80,463  82,632  103,807  108,773  108,910  108,910  

地域密着型特定施設入居者生活介護 0  0  0  0  0  0  

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
94,468  95,748  94,485  95,818  95,940  95,940  

看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  0  0  0  

（３）施設サービス 

介護老人福祉施設 431,553  423,303  439,735  445,943  446,507  446,507  

介護老人保健施設 215,094  234,875  210,766  213,742  214,012  214,012  

介護医療院 26,884  169,049  180,094  182,636  182,868  182,868  

介護療養型医療施設 135,686  25,948  21,546  - - - 

（４）居宅介護支援 75,857  82,934  84,048  80,591  80,284  80,499  

合計 1,743,556  1,833,713  1,960,148  1,861,012  1,862,795  1,863,010  
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予防給付サービスの実績と目標事業量の推計（単位：千円） 
 実績値 見込値 推計値 

令和３年度 

2021 

令和４年度 

2022 

令和５年度 

2023 

令和６年度 

2024 

令和７年度 

2025 

令和８年度 

2026 

（１）介護予防サービス給付費 

介護予防訪問入浴介護 0  0  0  0  0  0  

介護予防訪問看護 4,573  3,874  6,799  4,869  4,875  4,875  

介護予防訪問リハビリテーション 0  0  0  0  0  0  

介護予防居宅療養管理指導 131  143  185  94  94  94  

介護予防通所リハビリテーション 6,227  4,584  4,423  5,244  5,251  5,251  

介護予防短期入所生活介護 1,552  773  642  682  683  683  

介護予防短期入所療養介護 

（老健） 
0  0  0  0  0  0  

介護予防短期入所療養介護 

（病院等） 
0  0  0  0  0  0  

介護予防短期入所療養介護 

（介護医療院） 
0  0  0  0  0  0  

介護予防福祉用具貸与 12,274  11,893  13,769  12,358  12,358  12,358  

特定介護予防福祉用具販売 439  440  886  886  886  886  

介護予防住宅改修 1,728  1,422  983  2,059  2,059  2,059  

介護予防特定施設入居者生活介護 2,099  1,863  732  742  743  743  

（２）地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 0  0  0  0  0  0  

介護予防小規模多機能型居宅介護 786  628  0  0  0  0  

介護予防認知症対応型共同生活介護 0  0  0  0  0  0  

（３）介護予防支援 6,632  6,748  8,096  7,540  7,550  7,550  

合計 36,441  32,367  36,515  34,474  34,499  34,499  

 

総給付費の実績と目標事業量の推計（単位：千円） 
 実績値 見込値 推計値 

令和３年度 

2021 

令和４年度 

2022 

令和５年度 

2023 

令和６年度 

2024 

令和７年度 

2025 

令和８年度 

2026 

合計 1,743,556  1,833,713  1,960,148  1,861,012  1,862,795  1,863,010  

在宅サービス 727,504  763,077  861,510  762,857  763,250  763,465  

居住系サービス 112,368  121,713  152,012  160,016  160,218  160,218  

施設サービス 903,684  948,923  946,626  938,139  939,327  939,327  

出典：地域包括ケア「見える化」システム（令和６（2024）年２月７日取得） 
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（３）介護保険事業費総費用の推計 

第９期（令和６（2024）年～令和８（2026）年）の各年度と令和22（2040）年

度の介護サービスの総費用を推計した結果が、以下の表です。 

 

各年度別サービス総費用（単位：千円） 
年度 

区分 

令和６年度 

2024 

令和７年度 

2025 

令和８年度 

2026 

令和 22 年度 

2040 

総給付費 1,895,486 1,897,294 1,897,509 2,122,981 

特定入所者介護サービス費等給付額 94,528 94,480 94,564 103,202 

高額介護サービス費等給付額 45,713 45,697 45,737 49,823 

高額医療合算介護サービス費等給付費 5,470 5,460 5,465 6,056 

算定対象審査支払手数料 1,508 1,506 1,507 1,670 

標準給付費見込額 2,042,705 2,044,436 2,044,782 2,283,732 
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第２節 第１号被保険者の保険料の設定 

第１号被保険者の保険料は、介護保険事業計画の３ヵ年間を単位とした計画期間ごと

に、計画に定めたサービス費用見込み額に基づき、計画期間を通して財政の均衡を保つこ

とができるように設定された保険料率により算定します。保険料率は、負担能力に応じた

負担を求めるという観点から、所得段階別に定められます。 

第９期計画より国が定める保険料段階は原則として９段階から13段階へ変更となりま

した。本町では第６期計画から負担能力に応じたきめ細やかな対応とするため13段階で

運用してきましたが、国の13段階への変更に伴い、所得要件と基準額に対する割合を国

の定める保険料段階に合わせます。 

 

保険料の基準額 
 令和６年度 

2024 

令和７年度 

2025 

令和８年度 

2026 

令和 22 年度 

2040 

標準給付費見込額 2,042,705 千円 2,044,436 千円 2,044,782 千円 2,283,732 千円 

保険料基準額（月額） 6,000 円 6,551 円 

 

保険料基準額（月額）の推移 

計画期 
保険料基準額 

（月額） 
計画期 

保険料基準額 

（月額） 

第 1 期（H12～14） 2,642 円 第 6 期（H27～29） 5,199 円 

第 2 期（H15～17） 2,783 円 第 7 期（H30～R２） 6,000 円 

第 3 期（H18～20） 3,720 円 第８期（R３～５） 6,000 円 

第４期（H21～23） 3,583 円 第９期（R６～８） 6,000 円 

第 5 期（H24～26） 4,533 円   
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第９期（令和６（2024）年度～令和８（2026）年度）段階別介護保険料基準額に対する割合 

段階 所得要件 
基準額に 
対する割合 

年額保険料 

第１段階 

本
人
が
住
民
税
非
課
税 

世
帯
非
課
税 

・生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 
・本人の前年の課税年金収入額＋その他
の合計所得金額が 80 万円以下の人 

基準額 
× 

0.455 
32,760 円 

基準額 
× 

（0.285） 
（20,520 円） 

第２段階 
本人の前年の課税年金収入額＋その他の
合計所得金額が 80万円を超え120万円
未満の人 

基準額 
× 

0.685 
49,320 円 

基準額 
× 

（0.485） 
（34,920 円） 

第３段階 
本人の前年の課税年金収入額＋その他の
合計所得金額が 120 万円以上の人 

基準額 
× 

0.69 
49,680 円 

基準額 
× 

（0.685） 
（49,320 円） 

第４段階 
世
帯
課
税 

世帯の誰かに住民税が課税されていて、本
人の前年の課税年金収入額＋その他の合
計所得金額が 80 万円以下の人 

基準額 
× 
0.9 

64,800 円 

第５段階 
世帯の誰かに住民税が課税されていて、本
人の前年の課税年金収入額＋その他の合
計所得金額が 80 万円を超える人 

基準額 
72,000 円 

月額6,000 円 

第６段階 

本
人
が
住
民
税
課
税 

前年の合計所得金額が 120 万円未満の
人 

基準額 
× 
1.2 

86,400 円 

第７段階 
前年の合計所得金額が 120 万円以上
210万円未満の人 

基準額 
× 
1.3 

93,600 円 

第８段階 
前年の合計所得金額が 210 万円以上
320万円未満の人 

基準額 
× 
1.5 

108,000 円 

第９段階 
前年の合計所得金額が 320 万円以上
420万円未満の人 

基準額 
× 
1.7 

122,400 円 

第 10段階 
前年の合計所得金額が 420 万円以上
520万円未満の人 

基準額 
× 
1.9 

136,800 円 

第 11段階 
前年の合計所得金額が 520 万円以上
620万円未満の人 

基準額 
× 
2.1 

151,200 円 

第 12段階 
前年の合計所得金額が 620 万円以上
720万円未満の人 

基準額 
× 
2.3 

165,600 円 

第 13段階 
前年の合計所得金額が 720 万円以上の
人 

基準額 
× 
2.4 

172,800 円 

※第１段階から第３段階の（ ）は、公費投入による軽減後の保険料率及び保険料 
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１．高根沢町高齢者総合福祉計画策定委員会設置要綱 

令和２年６月１日 

告示第88号 

（設置） 

第１条 この要綱は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８に基づく老人福祉計画

及び介護保険法（平成９年法律第123号）第117条の規定に基づく介護保険事業計画の一体的

な計画（以下「高齢者総合福祉計画」という。）を策定するにあたり、基本となるべき事項につ

いて意見を求めるため、高根沢町高齢者総合福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、高齢者総合福祉計画の策定に関し必要な事項について協議し、町に対し意見を

述べるものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者で構成し、町長が委嘱する。 

（１） 知識経験を有する者 

（２） 関係団体から推薦を受けた者 

（３） 公募による者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から高齢者総合福祉計画策定の完了の日までとする。 

（委員長及び任期） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職を代理する。 

（運営） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は委員長が招集し、議長となる。ただし、委員の

任期中における最初の会議は町長が招集する。 

２ 会議は、必要に応じて臨時開催する。 

３ 委員長は、必要に応じて議事に関係する者を臨時に出席させることができる。 

（秘密の保持） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、健康福祉課に置く。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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２．高根沢町高齢者総合福祉計画策定委員会委員名簿 

 

  

ＮＯ 氏 名 所属及び役職 摘 要 

1 水 沼  喜 代 子 民生児童委員会(会長） 
民生児童委員会の推

薦を受けた者 

2 野 口  昌 宏 
町議会議員 

（くらしづくり常任委員会副委員長） 

高根沢町議会の推薦を

受けた者 

3 阿 久 津  博 美 阿久津医院（医院長） 
町医師団の推薦を受け

た者 

4 岩 崎  公 熙 自治会連合会（副会長） 
自治会連合会の推薦を

受けた者 

5 加 藤  正 秋 町シニアクラブ（事務局長） 
町シニアクラブの推薦を

受けた者 

6 齋 藤  和 孝 株式会社照和（代表取締役） 知識経験を有する者 

7 國 井  智 明 特別養護老人ホームのぞみ苑（副施設長） 知識経験を有する者 

8 古 口  光 夫 ケアハウスフローラ（施設長） 知識経験を有する者 

9 仲 山  拓 輝 
小規模多機能型居宅介護大空 

認知症グループホーム大地（施設長） 
知識経験を有する者 

10 菅 野  忠 雄 
在宅福祉ネット（顧問） 

（NPO 法人グループたすけあいエプロン） 
知識経験を有する者 

11 七 浦  広 美 居宅介護支援事業所たかねざわ 知識経験を有する者 

12 大 貫  裕 章 西地域包括支援センター（センター長） 知識経験を有する者 

13 矢 口  雅 章 町社会福祉協議会 知識経験を有する者 

14 西 村  薫 公募委員 公募委員 

15 阿 久 津  旬 子 公募委員 公募委員 
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３．高根沢町高齢者総合福祉計画策定の経過 

 

令和４年 12月１日～ 

令和４年 12月 28日 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

令和４年 11月 24日～ 

令和５年１月 13日 

在宅介護実態調査 

令和５年２月 22日～ 

令和５年３月 24日 

・在宅生活改善調査 

・居所変更実態調査 

・介護人材実態調査 

令和５年8月 10日 第１回高根沢町高齢者総合福祉計画策定委員会 

〔議題〕 

（１）高根沢町高齢者総合福祉計画の策定について 

（第９期介護保険事業計画） 

（２）高根沢町の高齢者の現状（見える化システムより） 

（３）各種調査結果の反映について 

令和５年9月 26日 第２回高根沢町高齢者総合福祉計画策定委員会 

〔議題〕 

（１）高根沢町高齢者総合福祉計画の策定について 

（第９期介護保険事業計画） 

令和５年 11月９日 第３回高根沢町高齢者総合福祉計画策定委員会 

〔議題〕 

（１）高根沢町福祉計画の素案について 

（２）サービス見込量推計と介護保険料の仮算定について 

 

令和５年 12月 11日～ 

令和６年１月 12日 

高根沢町高齢者総合計画（案）に対する意見公募 

（パブリックコメント） 
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４．認知症高齢者の日常生活自立度 

高齢者の日常生活における自立の程度を表すものです。 

 

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 

ランク 判定基準 見られる症状・行動の例 

Ⅰ 
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内

及び社会的にほぼ自立している 

 

Ⅱ 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思

疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意して

いれば自立できる 

 

Ⅱa 

家庭外で上記Ⅱの状態がみられる たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金

銭管理等それまでできたことにミスが目立

つ等 

Ⅱb 
家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる 服薬管理ができない、電話の応対や訪問

者との対応等一人で留守番ができない等 

Ⅲ 
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思

疎通の困難さが見られ、介護を必要とする 

 

Ⅲa 

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる 着替え、食事、排尿が上手にできない、

時間がかかる。やたらに物を口に入れる、

物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇

声をあげる、火の不始末、不潔行為、性

的異常行為等 

Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる ランクⅢa に同じ 

Ⅳ 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思

疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要と

する 

ランクⅢに同じ 

Ｍ 

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体

疾患が見られ、専門医療を必要とする 

せん妄、妄想、興奮、自傷、他害等の精

神症状や精神症状に起因する問題行動

が継続する状態等 
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５．障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度） 

障害高齢者の日常生活自立度（「寝たきり度」といわれることがあります）とは、高齢

者の日常生活自立度の程度を表すものです。 

 

障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準 

※判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない 

 

  

生活自立 ランクＪ 

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 

1.交通機関等を利用して外出する 

2.隣近所へなら外出する 

準寝たきり ランクＡ 

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 

1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 

2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている 

寝たきり 

ランクＢ 

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体である

が、座位を保つ 

1.車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 

2.介助により車いすに移乗する 

ランクＣ 

1 日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 

1.自力で寝返りをうつ 

2.自力では寝返りもうてない 
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【用語集】 

 

あ行 

 

【アセスメント】 

要介護者の生活全般にわたってその状態を十分に把握すること。ケアマネジメントの

一環として、ケアマネジャーがケアプランを作成する前に利用者のニーズ、状況等を詳細

に把握するために行われる方法。 

 

か行 

 

【介護給付】 

要介護（要介護１～５）の認定を受けた利用者（被保険者）が利用できるサービスとそ

の利用料を保険料・税金から補助（支給）すること（保険給付）をいう。原則、利用料の

９割または８割が補助され、残りの１割または２割が利用者の自己負担となる。 

 

【介護サービス計画（ケアプラン）】 

要介護認定者等が介護サービスを適切に利用できるよう、心身の状況、生活環境等を勘

案し、サービスの種類・内容・担当者等を定めた計画のこと。 

 

【介護支援専門員（ケアマネジャー）】 

介護保険制度で、利用者の生活や介護に関する相談に応じるとともに、ケアマネジメン

トという手法を用い、利用者がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよ

う、市区町村、サービスを提供する事業所、施設などとの連絡調整等を行う人のこと。「介

護支援専門員」は、ケアマネジャーの仕事に必要な資格の名称でもある。 

 

【介護福祉士】 

社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された、サービスを提供する事業所・施設の

介護職員などが取得する、介護専門職の国家資格。 

 

【介護保険施設】 

介護保険法による施設サービスを行う施設で、指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホ

ーム）と介護老人保健施設、介護療養型医療施設（介護医療院）のことをいう。 
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【介護保険料】 

介護保険事業に要する費用に充てるために拠出する金額で、市区町村（保険者）が被保

険者から徴収する。第１号被保険者の保険料は、一定の基準により算定した額（基準額）

に所得に応じた率を乗じて得た額となる。第２号被保険者の保険料は、加入している医療

保険の算定方法に基づき算定した額となり、医療保険の保険料と一括して徴収される。 

 

【介護予防サービス】 

介護予防サービスとは、要介護状態になることをできるだけ防ぐとともに、要支援状態

になっても状態の悪化を防ぐことに重点をおいたサービス。要支援・要介護認定で「要支

援１」「要支援２」に認定された人が利用するサービスに相当する。 

 

【介護療養型医療施設・介護医療院】 

慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が配置された医療機関（施

設）。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所して、必要な医療

サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けることができる。特別

養護老人ホームや介護老人保健施設に比べて、医療や介護の必要度が高い方を対象にし

ている。います。 

 

【介護老人福祉施設】 

寝たきりや認知症などで、常に介護が必要な自宅での生活が難しい方のための施設。入

所により、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などが受け

られる。介護老人福祉施設は、老人福祉法では、特別養護老人ホームと呼ばれている。ま

た、定員29人以下の小規模で運営される地域密着型介護老人福祉施設もあり、少人数の

入所者に対して介護老人福祉施設と同様のサービスを提供する。 

 

【介護老人保健施設】 

入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目

指す施設。利用者の状態に合わせた施設サービス計画（ケアプラン）に基づき、医学的管

理のもとで、看護、リハビリテーション、入浴・排せつ・食事といった日常生活上の介護

などを併せて受けることができる。 

 

【居宅介護支援・介護予防支援】 

介護支援専門員（ケアマネジャー）や地域包括支援センターの職員が介護予防ケアプラ

ンを作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるよう支援する。 

 

【居宅サービス】 

介護保険制度によって利用できるサービスのうち、在宅での介護を中心にしたサービ

ス。希望するサービスを組み合わせて利用することもできる。 
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【グループホーム】 

認知症高齢者が、住み慣れた環境で、自立した生活を継続できるように、少人数で共同

生活を営む住居またはその形態。 

 

【ケアマネジメント】 

介護を必要としている人やその家族がもつ問題やニーズに対して、医療や保健、福祉な

どの多様なサービスが効率的に提供されるよう適切な助言・援助を行う。 

 

【高額介護サービス費】 

介護保険では、１か月間に利用したサービスの、１割または２割の自己負担の合計額

（同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額）が、負担上限額を超えたときは、

超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給される（償還払い）。高額介護サー

ビス費の支給を受けるには、介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」の提

出が必要。 

 

【高齢化率】 

総人口に占める65歳以上人口（老年人口）の割合。 

 

さ行 

 

【サービス付き高齢者向け住宅】 

高齢者住まい法において、介護・医療と連携し、高齢者への生活支援サービスを提供す

る賃貸住宅とされ、都道府県知事の登録を受けたものをいう。 

 

【在宅医療】 

慢性疾患患者や寝たきりなどの要介護者の自宅療養に際して、病気や障害の影響を最

小限にとどめるために提供される医療システム。従来の施設中心の医療システムでは、在

院日数や医療費の増大等の要因により十分な対応ができなくなったことにより、在宅で

の療養を支援する機能や在宅医療の充実が求められている。医療だけでなく、保健・医療・

福祉の総合的・効率的なサービスの提供が重要となる。 

 

【作業療法士】 

理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を

受けた者で、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者。 
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【施設サービス】 

介護保険によるサービスの一種で、介護が必要な高齢者が、介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）、介護老人保健施設（老人保健施設）、介護療養型医療施設・介護医療院

に入所した要介護状態にある高齢者に対して提供されるサービス。 

 

【手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）】 

家事動作や管理能力、交通機関などの利用など、生活の中の応用的な動作群をいう。炊

事・洗濯等の手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）とは別に、人間が毎日の生活を送るための

食事・排せつ等の日常生活動作（ＡＤＬ）がある。 

 

【生活習慣病】 

心臓病・高血圧症・糖尿病・がん・脂質異常症など、不適切な食事、運動不足、喫煙、

飲酒などの生活習慣に起因すると考えられる病気のことをいう。 

 

【成年後見制度】 

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分であるために法律行為

における意思決定が不十分または困難な者について、その判断力を補い保護支援する制

度。法定後見制度と任意後見制度の２つからなる。 

 

【成年後見人】 

精神上の障害により判断能力に欠けるとして、家庭裁判所により後見開始の審判を受

けた者（成年被後見人という）の財産に関するすべての法律行為について代理権を有する

者のこと。成年後見人は，成年被後見人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事

情に応じて，家庭裁判所が選任する。本人の親族以外にも，法律・福祉の専門家といった

第三者や，福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合がある。 

 

た行 

 

【第１号被保険者】 

介護保険の被保険者のうち、65歳以上の方をいう。第１号被保険者は原因を問わずに

要介護（要支援）認定を受けたときに介護サービスを受けることができる。 

 

【第２号被保険者】 

介護保険の被保険者のうち、40歳から64歳までの医療保健加入者をいう。第２号被保

険者は、加齢に伴う疾病（特定疾病）が原因で要介護（要支援）認定を受けたときに介護

サービスを受けることができる。 
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【短期入所生活介護（ショートステイ）】 

特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な

日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービス。介護負担の軽減を図ることができる。

利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難なときにも役立つ。 

 

【短期入所療養介護】 

介護老人保健施設や診療所、病院などに短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学

療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービス。介護負担の軽減

を図ることができる。利用者家族の病気や冠婚葬祭、出張などで一時的に在宅介護が困難

なときにも役立つ。 

 

【地域支援事業】 

要支援・要介護状態となる前から介護予防を推進するとともに、地域における包括的・

継続的なマネジメント機能を強化する観点から、市町村において実施する事業。「介護予

防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」からなる。 

 

【地域包括ケアシステム】 

地域住民に対する医療・介護・福祉などのサービスを、関係者が連携・協力して一体的・

体系的に提供する体制のこと。 

 

【地域包括支援センター】 

地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助な

どを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、

地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しているもの。 

 

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】 

定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排せつ・

食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話をいう。 

 

【地域密着型サービス】 

増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等ができる限り住み慣れた地

域での生活が継続できるように、介護保険制度改正により、創設されたサービス体系。 

 

【通所介護（デイサービス）】 

日帰りで施設に通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機

能訓練などを提供するサービス。 
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【通所リハビリテーション（デイケア）】 

介護老人保健施設や診療所、病院において、日常生活の自立を助けるために理学療法、

作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図る

サービス。 

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期

巡回と随時の対応を行う。１つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体

型」と、訪問介護を行う事業者が地域の訪問看護事業所と連携してサービスを提供する

「連携型」がある。 

 

【特定施設入居者生活介護】 

介護保険の指定を受けた介護付き老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サー

ビス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の

介護、その他必要な日常生活上の支援を行う。 

 

【特定福祉用具販売】 

利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービス。 

 

【特別養護老人ホーム】 

介護が常時必要で、在宅では生活が困難になった高齢者が入所できる老人福祉施設の

１つで、「特養」とも呼ばれている。 

 

な行 

 

【日常生活圏域】 

市町村介護保険事業計画において、当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地

域として、地理的条件、人口、交通事業その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを

提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定めるもの。 

 

【任意事業】 

地域の実情に応じ、市町村独自の発想や創意工夫した形態で実施される事業。 

 

【認定調査】 

介護保険制度において、要支援・要介護認定認定のために行われる調査。調査は、市区

町村職員や委託を受けた事業者の職員等が被保険者宅の自宅や入所・入院先などを訪問

し、受けているサービスの状況、置かれている環境、心身の状況、その他の事項について、

全国共通の74項目からなる認定調査票を用いて公正に行われる。 
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は行 

 

【福祉用具貸与】 

利用者の日常生活のおける自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービス。 

 

【フレイル】 

高齢者が要介護状態に陥る過程には、意図しない衰弱、筋力の低下、活動性の低下、認

知機能の低下、精神活動の低下など健康障害を起こしやすい段階を経ることが多く、これ

らの状態を「フレイル」と呼んでいる。 

 

【包括的支援事業】 

介護保険法に定められた「介護予防ケアマネジメント業務」「総合相談、支援業務」「権

利擁護業務」「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」の４つの事業のこと。 

 

【訪問介護（ホームヘルプ）】 

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介

護や調理・洗濯・掃除等の家事を行うサービス。身体介護とは、利用者の身体に直接接触

して行う介護サービスで、日常生活動作（ＡＤＬ）や意欲の向上のために利用者と共に行

う自立支援サービス。生活援助とは、身体介護以外以外の介護であって、掃除、洗濯、調

理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために

本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービス。 

 

【訪問介護員（ホームヘルパー）】 

介護保険制度において、訪問介護や夜間対応型訪問介護などのサービスを提供する者。

ホームヘルパーとも呼ばれる。介護福祉士の資格をもつ者や、都道府県知事または都道府

県知事の指定する者の行う研修（介護職員初任者研修など）を受け、研修を修了した証明

書の交付を受けた者が従事する。 

 

【訪問看護】 

医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話

または必要な診療の補助を行うサービス。 

 

【訪問リハビリテーション】 

医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、利用者の心

身機能の維持回復及び日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要な

リハビリテーションを行うサービス。 
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や行 

 

【夜間対応型訪問介護】 

夜間において、①定期的な巡回による訪問介護サービス、②利用者の求めに応じた随時

の訪問介護サービス、③利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービス。 

 

【養護老人ホーム】 

65歳以上で、身体・精神または環境上の理由や経済的な理由により自宅での生活が困

難になった方を措置により入所させ、食事サービス、機能訓練、その他日常生活上必要な

便宜を提供することにより養護を行う施設。見のまわりのことは自分でできる方が対象

であり、自立した生活が継続できるよう、構造や設備の面で工夫されている。 

 

【予防給付】 

介護保険における要支援認定を受けた被保険者に対する保険給付。要介護状態になら

ないよう予防することを目的とする。 

 

ら行 

 

【理学療法士】 

理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を

受けた者で、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者。 

 

【リハビリテーション】 

心身に障害のある者の全人間的復権を理念として、高齢者や障害者の能力を最大限に

発揮させ、その自立を促すために行われる専門的技術。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※主に福祉保健医療関連の情報を総合的に提供するサイト「WAM NET（福祉医療機構）」を参考に作成しています。 
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